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  午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  ここで改めて確認をさせていただきます。 

  本日からの一般質問の時間につきましては、１

時間以内としており、公平性の観点から、時間に

なりましたら質疑を終了させていただきます。質

問者の責任において、答弁が途中になり、質疑の

内容が市民の方に伝わらないということがない

よう十分な御配慮をお願いいたします。 

  それでは、順次発言を許可します。 

  一つ、山形新幹線の福島・米沢間のトンネル整

備について、12番山村明議員。 

  〔１２番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○１２番（山村 明議員） おはようございます。 

  大雪から一転して雪解けが進み、春が来たと思

っておりましたが、一気に高温の夏が来ました。

関東、甲信、北陸地方は梅雨入りで、梅雨前線が

北上してくれば米沢地方も梅雨入りとなり雨模

様になりますが、高温は一休みとなるのではない

でしょうか。アジサイの季節到来です。 

  私は今回珍しくトップバッターですが、東京巨

人軍の３番、４番バッターを務められた長嶋茂雄

さんが御逝去されました。日本野球会の往年の大

スターの御冥福をお祈りいたします。 

  山形県の人口が100万人を切りました。米沢市の

人口は４月１日現在で７万6,077人だそうであり

ます。何とか人口の減少に歯止めをかけるか、ス

ピードを落とすようになってほしいものだと思

っております。 

  日本はここに来て令和の米騒動となっており、

世界は米国騒動、アメリカの輸入関税を課すとの

大統領発言に大きく振り回されました。今後の世

界の景気が悪くならないか心配されます。 

  ガザとウクライナの戦火、そしてカシミール紛

争が収まり、早く平和な世の中が来てほしいもの

です。 

  令和７年度の市政運営方針と令和８年度の米沢

市重要事業要望書に載っております山形新幹線

の福島－米沢間のトンネル整備について、３月定

例会の質問通告が締め切られた後の２月28日の

地元新聞の記事に、山形新幹線新トンネル事業費

2,300億円に増加と報道されました。どのような

計画なのか伺います。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私から、山形新幹線の福

島・米沢間のトンネル整備についてお答えいたし

ます。 

  山形新幹線は、平成４年の開業以来、生活やビ

ジネス、観光などに欠かすことのできない、山形

県と首都圏を結ぶ大動脈であり、重要な公共交通

機関として本市の発展に大きく貢献してきまし

た。 

  一方で、運行の安定性は大きな課題であり、山

形新幹線は東京から福島までの区間は東北新幹

線と連結して新幹線専用の線路を走行しており

ますが、福島から新庄までの区間は在来線に乗り

入れて走行するため、雨、雪などの自然条件や動

物との衝突などによる運休や遅延が多く発生し

ております。 

  このうち、ＪＲ東日本管内で最も急勾配であり、

山岳間を走る福島－米沢間に起因するものが遅

延の約４割を占め最大の難所となっております。 

  山形新幹線の運休、遅延は東北新幹線のダイヤ

の乱れにもつながり、この区間の安定性の確保は、

山形新幹線だけではなく新幹線ネットワーク全
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体の安定性を確保する上でも重要です。 

  こうした課題を解決するため、ＪＲ東日本と山

形県は、令和４年10月に山形新幹線米沢トンネル

（仮称）の整備計画の推進に関する覚書を締結し

ております。 

  県の発表によれば、計画は福島－米沢間に約23

キロメートルのトンネルを整備するもので、実現

すれば運休、遅延の少ない安定的な運行が可能に

なるとともに、10分強の時間短縮効果も見込まれ

ております。 

  平成29年度の想定では、工期は着工から完成ま

で約15年、総事業費は約1,500億円と見込まれて

おりましたが、ＪＲ東日本の見解として、令和６

年度には物価高騰や働き方改革の影響等により

事業費が増加し、工期も延伸せざるを得ないとし

て、工期は着工から完成まで約19年、総事業費は

約2,300億円に再算出されております。 

  本市といたしましては、事務局を務める置賜地

域奥羽新幹線整備・米沢－福島間トンネル整備実

現同盟会において、国、県及びＪＲ東日本に対し

て要望活動を展開しているほか、本市の重要事業

要望書に福島－米沢間トンネル整備の早期事業

化及び奥羽新幹線の早期実現について盛り込み、

３者に対して要望書を提出する予定としており

ます。 

  また、置賜地域の３市５町で組織する置賜総合

開発協議会の重要事業要望書においても同様の

内容を要望することとしております。 

  引き続き、関係機関と連携し、福島－米沢間の

トンネル整備の早期実現に向けて取り組んでま

いります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） ２月28日の地元新聞の

ショッキングな記事に私はびっくりしたところ

でありますけれども、この情報については米沢市

では、何かどこからかどのような連絡が入ってい

るものなのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 当初、本市でも新聞報道

で情報を入手し、その後、県から情報提供があっ

たものです。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） この事業の主体はどこ

が担っているのか。先ほどの答弁でも、国と県と

ＪＲ東日本というお言葉だったわけであります

けれども、ＪＲ東日本や国との関わりはどうなっ

ているものなのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 トンネル整備は、ＪＲ東

日本が主体的に進めていくものと考えておりま

す。 

  県は、事業化に向けて、費用負担を含む事業ス

キーム等の検討を政府、ＪＲ東日本と３者で行っ

ていく旨、表明をしております。 

  なお、令和６年度まで実施されていました地質

調査などは、県とＪＲ東日本が共同で実施してお

り、県では将来のトンネル整備費用の負担に備え

て基金を造成し、令和６年度から積み立てている

ところです。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 2017年度のこの事業に

対する当初予算1,500億円が、今年、８年後にな

るわけでありますけれども800億円の増額、2,300

億円で、これは計算してみますと53.3％の増加と。 

  私は、予算的なもので当初計画されたものに対

して53.3％の増加というのは、どうも大き過ぎる

というか、異常だと思うわけでありますけれども、

その辺はどのように思いますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ＪＲ東日本の見解によれ

ば、物価高騰や働き方改革の影響により事業費が

増加し、工期も延伸せざるを得ないとしており、

その是非に関する評価は難しいものと考えてお

ります。 

○島軒純一議長 山村明議員。 
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○１２番（山村 明議員） 工期についても、15年

間の工期だったものが19年間に延びるというこ

とのようでありますけれども、問題は着工予定は

いつ頃になるのかなと思いますけれども、その辺

はどのように見ておられますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 着工予定時期につきまし

ては、現時点では示されておりません。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 置賜総合開発協議会、

そちらのほうの要望にも載っているということ

でありますけれども、沿線自治体、我々米沢市の

財政負担はどうなるのか、これが一番心配される

わけでありますけれども、額としてどのぐらいの

金額の見込みになるものなのかなと。要するに

2,300億円まで予算が増加しておるので、沿線自

治体の負担というのも出てくるのかなと思われ

ますけれども、そこはいかがですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ＪＲ東日本は単独での整

備は経営への影響が大きいため、整備、保有主体

の在り方も含め、県と連携したいとの見解を示し

ておりますが、地元の負担があるかどうかも含め

てまだ方向性が示されていないところです。 

  なお、繰り返しになりますが、県においては、

事業化に向けて、費用負担を含む事業スキーム等

の検討を政府、ＪＲ東日本と３者で行っていくと

のことであります。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 壇上からの御答弁にも

ありましたけれども、10分間の時間短縮になると

いうお話でありましたけれども、私の認識では10

分強の時間短縮が見込まれるとありますけれど

も、これは山形でのカウントではないのかなと。

米沢市ではどのくらいの時間短縮になるものな

のでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 福島－米沢の区間にトン

ネルを整備するものでありますので、その区間で

の時間が10分強短縮されることから、米沢におい

ても10分強の短縮が見込まれるものと考えてお

ります。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 今度新しい23キロメー

トルという長大トンネルになるわけですけれど

も、これはトンネル内部においては単線なのか複

線なのか。もし複線であるとすると、これはフル

規格という言葉が県のほうからも出ております

けれども、フル規格というのは現状の規格とはど

のように違うものなのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 県は事業費の算出に当た

りまして、トンネルの幅を現行の山形新幹線車両

が複線で走行可能な幅として算出しており、複線

で検討されているものと承知をしております。 

  フル規格新幹線と今の山形新幹線の規格の違い

についてでありますが、フル規格新幹線とは、主

な区間を時速200キロメートル以上で走り、踏切

を設けない直線的なルートによる新幹線として

おります。 

  現在の山形新幹線は、福島から新庄区間につい

て、在来線特急との位置づけになります。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 重要事業要望書で、沿

線自治体が行う新幹線の利用促進に向けた取組

への協力・支援とあるが、協力・支援というもの

の具体的な内容はどのようなものか。 

  それで、この重要事業要望書にはいつから載っ

ていたのでしょうか。この計画が最初に出た2017

年なのかどうなのか。要望書にはどの辺から出て

いたのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 まず、利用促進に向けた

取組への協力・支援でありますが、主に自治体等

が実施する新幹線の利用促進事業に対しての助

成金の拡充を求めた内容となっております。 
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  市の重要事業要望につきましては、平成28年の

要望から掲載をしております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） このトンネルには県の

ほうも大分力を入れているのかなという感じは

するのでありますけれども、福島－米沢間のトン

ネルと、2022年８月から区間運休が続く米坂線。

この米坂線としては、大体今概算で86億円という

数字が出ておりますけれども、米福トンネルと米

坂線の復旧、どちらを優先させて考えておられる

ものなのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 この福島－米沢間のトン

ネル整備による安定輸送及び速達性向上の実現

と、米坂線の復旧による移動手段の回復について

は、いずれも極めて重要な課題と考えております

ので、どちらか一方を優先的に訴えかけていくも

のではないと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 沿線自治体となります

と、当然山形市と県は入るわけでありますけれど

も、一番身近な南陽市や高畠町と米沢市の協議と

いうもの、特に首長間、市長、町長の間での協議

はあったものかどうか。 

  あと、この場合、福島側の対応状況です。特に

工事費負担の福島側の見込み、福島県、福島市、

その辺はどのように見ておられますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 本市が事務局となってお

ります置賜地域奥羽新幹線整備・米沢－福島間ト

ンネル整備実現同盟会には、南陽市と高畠町を含

む置賜２市５町の首長も参画しており、その中で

トンネル整備に向けた新幹線の利用促進などに

ついて協議を行っております。 

  また、置賜総合開発協議会の重要事業要望書に

おいても、この置賜３市５町から成っておりまし

て、福島－米沢間トンネル整備の早期事業化及び

奥羽新幹線の早期実現を要望することとしてお

ります。 

  福島市を含む福島県側の対応状況でございます

が、これは工事費の負担についても承知をしてお

りません。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） これに関して、国、県、

ＪＲのほうから沿線自治体の負担もぜひやって

いただきたいという方向性になってくると、米沢

市としては一般会計、令和７年度506億4,000万円、

対前年度比66億1,000万円、15％増という市の財

政としても厳しい財政状況だと思うわけであり

ますけれども、新トンネルに対する米沢市の財政

的な供出というか財政的な期待には、米沢市の財

政状況でやっていけるものでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 地元の負担がどうなるか

方向性が示されておりませんので、本市の負担に

ついても今のところ不明でございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 今現在、日本の国の中

では人手不足、人件費の高騰、建設費・資材費の

値上がりということが問題になっておりますけ

れども、これが今回も53.3％の増額ということで

ありますけれども、この後さらに着工までの間に

予算が増額され高額になるのではないかという

心配がされますが、その辺はどのように考えられ

ますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 仮に、今後の人件費、建

設費、資材費、こういったものの高騰が続いてい

けば、整備費用が増額していくことも想定されて

いるところでございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 23キロメートルの新ト

ンネルができれば、米沢－福島間は２系統の線路

が走ることになるのではないかと思われますが、

それによって今までの線路は廃止とか民営化や

第三セクター方式でやっていくことになったり
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はしないのかという心配がされますけれども、そ

の辺はいかがですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 現段階でルートを含めた

具体的な計画が示されていないため、現在運行し

ている山形新幹線と在来線についても、どのよう

な扱いになるのか明らかになっていないところ

です。 

  その上で、トンネル整備の方向性が示されれば、

現行の山形新幹線と在来線の扱いも明らかにな

るものと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） ただいまの質問と関連

するわけでありますけれども、ちょうど板谷峠に

はスイッチバックの遺構があったはずなのであ

りますけれども、あのスイッチバックの遺構など

も、線路が廃止になるような方向性になったり、

民営化、第三セクター方式でやるということにな

ると、せっかくのスイッチバックの遺構というも

のが全くなくなってしまうのではないかと思い

ますけれども、その辺はいかがですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 現段階ではルートを含め

た具体的な計画が示されていないため、スイッチ

バック遺構の扱いについても承知をしていない

ところです。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 結局は10分程度の時間

短縮効果に対して2,300億円かかるということは、

費用対効果に対して県民、市民の理解が得られる

のかと疑問に思うわけですけれども、その辺はど

のように考えておられますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 トンネル整備の主たる目

的は、福島－米沢間で多発する輸送障害の解消を

目指すものです。 

  山形新幹線運行の安定性の向上により、全国の

新幹線ネットワークの安定性も向上することが

見込まれるほか、関係人口の拡大やビジネス往来

の活性化等の効果も見込まれるところでありま

す。 

  なお、県はこの効果を試算しておりまして、ト

ンネル建設に伴う経済波及効果を3,353億円、整

備後の経済波及効果を年間約686億円、うち米沢

トンネル整備による増加分を年間約33億円と試

算しております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 米沢市の財政から民間

のＪＲに出資するということになりますと、駅舎

改築のときのように特別なやり方を考えないと

何かできにくいのではないかと思いますけれど

も、その辺を当局はどのように考えておられます

か。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 地元の負担がどうなるか、

まだ方向性が示されていない段階でありますの

で、仮定の話は差し控えさせていただきたいと思

います。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○１２番（山村 明議員） 地元新聞の報道により

ますと、県は将来負担に備えて基金を創設、2024

年度に５億円を積み立て、2025年度当初予算案に

上積み分の５億円を計上していると載っていま

すけれども、米沢市の駅舎改築のときに民間に対

して出資することについて、非常に慎重で、商工

会議所を通じた形での別なやり方をやったわけ

でありますけれども、どうも今のところ県は５億

円を2024年度、2025年度に積み立てておるという

ことからすると、どうも米沢市の対応と県の対応

というのは違っているのかなと感じますけれど

も、その辺お分かりになれば、どのような解釈を

しておるのか、これからどのような対策をしなけ

ればならないのか、その辺をお聞きしたい。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 県の積立てについては議

員お述べのとおりと理解をしておりますが、金銭
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的な財政負担については、まだ方向性が示されて

おりませんで、県においても事業化に向けて費用

負担を含む検討を政府、ＪＲ東日本と３者で行っ

ていくものと承知をしております。 

○島軒純一議長 以上で12番山村明議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１０時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、学校給食センターが稼働することによっ

て、学校給食における地産地消はどう変わるか。

また、学校給食におけるアレルギー対応を変える

ことをどのように周知しているか外１点、17番太

田克典議員。 

  〔１７番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１７番（太田克典議員） おはようございます、

皆さん。市民平和クラブの太田克典です。 

  何かとお忙しいところ傍聴においでくださいま

した皆様に、またインターネット配信を御覧にな

っている皆様に、心から御礼申し上げます。あり

がとうございます。 

  初当選以来32回目の一般質問になります。今回

は、質問項目として２点取り上げました。 

  １点目は、学校給食センターが稼働することに

関連して、学校給食における地産地消がどうなる

か、そして学校給食におけるアレルギー対応を変

えることをどのように周知しているかについて

伺います。 

  まず、小項目の１として、米沢市学校給食用食

材納入業者説明会の参加案内対象者をどう捉え、

どのように案内したか、伺います。 

  給食センターからの給食提供が令和８年度から

実施されることに伴って、学校給食のための食材

の納入方法が変わることになりますが、その点に

関して、教育委員会では納入業者を対象に米沢市

学校給食用食材納入業者説明会を開催したとの

説明がありました。 

  そこで、その説明会について、参加対象をどう

捉え、どう案内し、どれだけの参加者があったの

か、お聞きいたします。 

  また、教育委員会でこの説明会の開催を決めて

から開催日まで、日数が短過ぎたのではないかと

思われますけれども、説明会開催の周知は十分だ

ったでしょうか、改めて認識を伺います。 

  次に、小項目の２として、給食センターの稼働

に合わせて学校給食の食材納入方法が変わるこ

とにより、納入者や地産地消にどのような影響が

出ると考えているか伺います。 

  先日の市政協議会では、納入時間が小学校と給

食センターと重なるために、これまで納入してい

た納入者が納入を控える可能性に言及されまし

たが、そのほか説明会資料に記載された納入方法

等に問題や課題はないでしょうか。また、要求水

準書の内容との整合性は取れているでしょうか。

改めて、当局の見解をお知らせください。 

  次に、小項目の３として、給食センターでのア

レルギー対応に合わせて、市内小学校におけるア

レルギー対応も変えようとしていますが、それを

どのように周知しているか伺います。 

  米沢市教育委員会では、昨年アレルギー対応ガ

イドライン案を作成し、議会に対して説明がなさ

れました。それを受けて保護者等への説明をどの

ように行っているか、またこれからどのように行

おうとしているのか、昨年12月定例会の一般質問

で取り上げました。 

  その際には、教育委員会でも説明の機会が必要

ではないかという考えに至り、今現在、学校側と

再度協議を行っている状況との答弁がありまし

た。 

  さらに、後日開催された総務文教常任委員会協
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議会で、小学校の実施時期は中学校に合わせて令

和８年度からと、１年遅らせるとの説明がありま

した。そこで、その後の経過はどうなっているか、

改めてお知らせください。 

  ２点目は、労働者の地位向上、福祉増進を目指

して、本市が独自に取り組んでいる事業、また何

を取り組むべきと考えているか伺います。 

  人口減少や高齢化に伴う労働者不足が深刻にな

ってきている中で、労働者の確保はもとより、少

しでも働きやすい労働環境の維持、確保をどのよ

うに実現していくかが重要となってきています。 

  そのためには様々な施策が必要と思いますが、

本市では該当する予算額が少ないのではないか

とこれまで指摘をされております。 

  そこで、改めて労働者を対象とした本市の施策

について伺います。 

  まず、小項目の１として、市内の労働者の人数

は把握しているでしょうか。そして、その労働者

を対象とした施策にはどのようなものがあるか

改めてお知らせください。 

  次に、労働者の地位向上、福祉増進を図る上で

は、労働者に関わる各種法律等の理解は欠かせな

いと考えることから、小項目の２として、労働者

が働く職場や環境に関わる法律にはどのような

ものがあるか、そうした各種法律を理解すること

の必要性をどう捉えているか、市としての考えを

お聞きします。その上で、具体的にどのような事

業を実施しているか、お知らせください。 

  最後に、小項目の３として、公契約条例につい

て伺います。 

  さきの市議会３月定例会では、指定管理者を公

募しても応募者がなく、改めて指定管理料を見直

した例が出たことを捉えて、指定管理施設で働く

人たちを対象として、賃金についてもしっかりと

把握し、基準を設けて底上げを図る必要があるの

ではないか、そのためにも公契約条例を策定する

必要があるのではないかと提案をいたしました。 

  しかし、それに対する答弁は、公契約条例をす

ぐ制定しなければならないという必要性は、現状

では特段高いものではないと認識しているとい

うものでした。 

  そこで、好循環の米沢を目指す上でも、公契約

条例による賃金の底上げを図ることが重要では

ないかという観点で、改めて当局の認識を伺いま

す。 

  以上、演壇からの質問といたします。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、１、学校給食センター

の稼働によって学校給食の地産地消はどう変わ

るか、また学校給食におけるアレルギー対応を変

えることをどう周知しているかについて、お答え

いたします。 

  初めに、（１）米沢市学校給食用食材納入業者

説明会の参加案内対象者をどう捉え、どのように

案内したかについてお答えいたします。 

  このたびの説明会は、令和８年４月の学校給食

センター開設に向けて、食材納入業者の登録制度

を周知するとともに、登録業者から成る部会を設

置し、安定的な食材確保を図る体制づくりを行う

ことを目的として実施したところです。 

  説明会の案内については、小学校へ給食物資を

納入している業者等に対して、説明会の日程や説

明会での説明内容を記載した文書とともに、案内

状を４月14日に郵送で送付しました。このことに

より、両日の説明会への参加が難しい方にも情報

が届くよう配慮したところです。 

  また、納入業者ではないものの、青果、精肉、

水産物の卸売業者の方にも説明会の開催につい

て声がけし、５月14日と15日の両日にわたり、26

団体から32名の参加があったところです。 

  参加者の内訳については、青果、精肉、水産物

の小売業者が16名、卸売業者から９名、豆腐、み

そ、しょうゆの製造事業者から６名、農産物の生

産企業から１名の参加となっております。 

  教育委員会でこの説明会の開催を決めてから開
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催日まで日数が短過ぎたのではないかとの御指

摘でありますが、５月９日開催の教育委員会では、

センターにおける食材の調達方式と併せ、学校給

食用納入業者説明会の開催について、その内容を

お知らせしたものです。当日の教育委員会におい

て、食材の調達方法や説明会の開催を決定したも

のではなく、会議の開催自体は１か月前に文書で

お知らせをしておりましたので、周知の期間は十

分であったと考えているところです。 

  次に、（２）給食センターの稼働に合わせて学

校給食の食材納入方法が変わることにより、納入

者や地産地消にどのような影響が出ると考えて

いるかについてお答えします。 

  食材調達に当たっては、学校給食のセンター化

により、１か所への食材納入数が多くなりますが、

市内の地域経済を支える観点から、大手業者から

の一括納入による方法ではなく、これまで小学校

給食や親子給食に御協力いただいてきた市内の

小売業者や製造業者の方を積極的に活用する方

式にしたいと考えております。 

  食材調達に係る課題についてのお尋ねですが、

課題としては大きく２点あります。 

  １点目は、納入する小売業者の確保です。 

  説明会以降、小学校へ食材を納入している地元

小売業者の方からは、小学校と給食センターの納

入時間が重なるため、給食センターへの納入が難

しくなるという御意見をいただいているところ

です。今後、納入方法や受注量などについて、御

意見をいただきながら、食材調達について様々な

調整が必要になるものと考えております。 

  ２点目の課題は、業者の選定方法です。 

  しょうゆやみそ、豆腐を例に挙げれば、地元の

店の地元の味を給食を通して食べられることや、

学校給食用に特別に作っているものがあること

などを子供たちに伝えることは食育の一環と考

えております。 

  このため、市外業者が製造したものを入札や見

積り合わせで一括購入するのではなく、できる限

り地元の業者を活用する方式を検討したところ

です。 

  今後、地元の業者で部会を設置し、材質や味、

価格帯の違いがある中で、納入業者や受注量をど

のように選定していくか、部会内で様々な意見交

換や調整を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、要求水準書の内容との整合性についてお

答えいたします。 

  要求水準書の食材調達時間と説明会資料の納入

時刻の違いについては、調理を行う事業者の方か

ら、センター開設当初は不慣れな点もあることか

ら、納入時間を早めることはできないか。また、

フキなどの前日下処理が必要な特有の食材につ

いて、前日納品ができないかとの相談があり、調

理業務が安定的に稼働できるまでの当面の間は

やむを得ないものとして、協議の結果、納入時刻

について調整を行ったものです。 

  要求水準書の変更については、その変更事由と

して、１つ目として、法令変更により業務内容が

著しく変更されるとき、２つ目として、不可抗力

により業務内容が著しく変更される、あるいは特

別な業務を行う必要が生じたとき、３つ目として、

その他業務内容の変更が特に必要と認められる

ときとして定めております。 

  このことから、双方が合意した軽微な変更につ

いては、協議の上、修正するまでの必要がないも

のと判断したところです。 

  なお、この納入時間についても、当面の間であ

り、調理業務が安定かつ円滑に実施できるとなっ

た場合は、要求水準書どおりの時間に変更するこ

とも当然にしてあり得ると考えております。 

  最後に、（３）給食センターでのアレルギー対

応に合わせて市内小学校におけるアレルギー対

応も変えようとしているが、どのように周知を図

っているかについてお答えいたします。 

  令和８年４月から、卵、乳、エビの３品目をア

レルゲンとして除去食の対応を行うこととして

おりますが、このガイドラインについて教職員へ
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の理解を深めることを目的として、市立病院の医

師を講師に、教育委員会主催によるアレルギーに

関する研修会を今年の学校の夏季休業中に実施

する予定としております。 

  教職員向けの研修会ではありますが、保護者の

方に対してもガイドラインの理解を図るため、保

護者の方も参加できないか、現在内部で検討を進

めているところです。 

  なお、その際には、学校でのアレルギー対応に

ついて、市の教育委員会の職員が個別の相談にも

応じることができることも御案内する予定でお

ります。 

  また、ガイドラインを分かりやすくお知らせす

るチラシを保護者に配付し、情報提供に努めるほ

か、今年10月に開催される就学時健診の場に、教

育委員会の職員が出向き、本市のガイドラインに

ついて保護者の方から御意見や質問を受ける機

会を設けるなど、丁寧な説明に努めてまいりたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、２の労働者の地位

向上・福祉増進を目指して、本市が独自に取り組

んでいる事業は何か。また、何を取り組むべきと

考えているかのうち、（１）と（２）についてお

答えいたします。 

  初めに、（１）の市内の労働者の人数は把握し

ているか。その労働者を対象とした施策にはどの

ようなものがあるかについて、お答えいたします。 

  国が実施した令和３年経済センサス活動調査に

よりますと、本市の公務員を除く全ての従業員数

は４万1,034人であります。そのうち、個人事業

主等を除く常用雇用者数は３万5,335人となって

おります。 

  次に、本市の労働者を対象とした施策につきま

しては、国や県が実施している様々な事業の周知

や労働問題などの情報提供に加え、労働者生活安

定資金貸付金事業を行っているところでありま

す。 

  本事業につきましては、貸付金を行う原資を東

北労働金庫へ預託し、本市の未組織労働者の方々

に対しまして、生活安定資金を低利で貸し付ける

融資制度であり、近年の利用状況を見ますと、令

和５年度が18件で融資総額2,328万円だったのに

対し、令和６年度が30件で融資総額4,124万円と

増加傾向にあります。 

  本制度については、本市独自の施策として、未

組織労働者の生活安定を図るための重要なセー

フティーネットの役割を担っておりますので、今

後とも制度の周知に努めるとともに、労働者に関

する様々な情報提供を行ってまいります。 

  次に、（２）の労働者が働く職場や環境に関わ

る法律にはどのようなものがあるか。そうした各

種法律を理解することの必要性をどう捉えてい

るかについてお答えいたします。 

  我が国では、憲法第27条において、国民の勤労

の権利と義務を規定し、同第28条において、労働

者の権利として、団結権、団体交渉権、団体行動

権といった、いわゆる労働三権を規定しておりま

す。労働三権は、労働者を守るための最も基本的

な権利であり、労働者が使用者と対等な立場で交

渉、行動できることを保障しているものでありま

す。 

  また、労働者の権利を保護する様々な法律は、

いわゆる労働法と言われており、その中でも基本

となるものが労働三法と呼ばれる３つの法律で

あります。 

  具体的には、労働条件の最低基準を規定した労

働基準法、労働条件の改善を目的に労働組合の設

立や活動を保護する労働組合法、そして労働争議

の予防と解決を図るため、労使間の紛争の調整手

続を定める労働関係調整法であります。 

  そのほかにも、地域や業種ごとに最低賃金を定

める最低賃金法や、労働者の安全と健康を守るた

め職場環境の確保等を規定した労働安全衛生法、
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性別に基づく差別を禁止し、平等な機会と待遇を

受ける権利を保障する男女雇用機会均等法など、

様々な法律が制定されています。 

  労働三法をはじめとする関係法令を理解し、遵

守することは、労働者の権利保護や労働条件の改

善により、労働者が安心して働ける環境の確保に

寄与するだけでなく、解雇規制による雇用の安定

性向上や、労働市場の規制による経済安定性の維

持、健全な成長促進など、労働者と使用者双方だ

けでなく、地域全体においても雇用、経済の安定

につながるものであると認識しております。 

  現在、本市では、労働者の権利、労働条件や職

場環境など、労働法の基礎知識の周知、習得を目

指した取組につきまして、労働基準監督署や、一

般社団法人置賜労働基準協会などが実施してい

ます労働者向けの相談会や、事業所を対象とした

各種研修会などについて、広く周知を行っている

ところであります。 

  本市としましては、今後も労働に関する様々な

法律について、職員がより一層理解を深めるとと

もに、地域の各種団体とも連携しながら、労働者

の支援につながる各種事業や啓発活動を推進し

てまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、公契約条例による

賃金の底上げを図ることが、好循環の米沢を目指

す上でも重要と思うがどうかについて、御質問に

お答えいたします。 

  指定管理や業務委託における管理費は、施設ご

とに用途や運営方法が異なるため、各施設の担当

部署において、市が直営で管理した場合の経費な

どを参考に算出しているところです。 

  人件費につきましては、米沢市の会計年度任用

職員や職員の給与の改定率等を参考にしたり、場

合によってはそれぞれの施設を管理している業

者の賃金体系に基づき算定しているところです。 

  また、昨今の物価高騰を受けて、昨年度の予算

編成時からは、実勢を踏まえた適正な労務単価や

資材単価などを使用して積算を行い、予算を計上

していることから、本市の契約は価格高騰を考慮

した適正価格での契約と認識しております。なの

で、公契約条例制定の必要性は現在のところ高く

はないとやはり捉えているところでございます。 

  なお、国では、適切な契約や労働条件、作業環

境を改善するため、様々な改定が行われてきたと

ころでございます。今後も必要に応じて関連法令

等の改正が行われるものと捉えております。国の

動きを注視し、本市としても取り組むべき改定が

あれば対処する必要があると考えているところ

でございます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。順次、質問席から質問させて

いただきたいと思います。 

  まず、学校給食に関わっての地産地消の観点で

すけれども、基本的なことをまず確認させていた

だきたいと思いますが、教育委員会では、今後と

も学校給食における地産地消を広げていきたい

のだと、その考えに違いはありますか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 今後とも地産地消を広げ

ていきたいと考えているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） そのために、いろいろ

とシステムの変更やら何から検討しているとい

うことだろうと思います。 

  まず、説明会に関してですけれども、案内文書

は４月14日に、既に１か月前に発送しているのだ

というお話でした。その点については、議会のほ

うに説明がありませんでしたので、メールで来た

資料を見させていただいた限りは、先ほど答弁あ

ったように、９日に教育委員会で了承を得て、そ

れから郵送案内したのではなかろうかと思った
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ところでした。なので、説明会の開催まで、案内

をいただいてから期間が短いのではないかとい

うことで質問としてさせていただきました。 

  改めて確認ですけれども、説明会の資料を見さ

せていただきますと、この６月２日の月曜日から

登録申請を受け付けているということだったろ

うと思います。今現在、登録者数はどれくらいあ

りますか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  昨日までの時点で、３者と報告を受けておりま

す。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今現在、１週間、10日

くらいたっている中で、僅か３者ということで、

かなり少ない登録申請になっているのではない

かと思いますけれども、その理由はどのように捉

えていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 説明会を終えて、６月２

日からの開始ということでありますので、まだ日

が浅いというところと、様々各業者の方でも検討

されているのではないかと捉えているところで

あります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 一番最初に確認をいた

しましたけれども、地産地消をこれからも広げて

いくのだと。そのためには、いかに多くの生産者

の方々に参加をしていただくか、それが非常に重

要になってくるのだろうと思います。 

  今現在３者ということですので、これはもちろ

ん足りないわけで、登録業者ということに関連し

て、実は資料を手元に持っております。 

  先日、令和７年度の学校給食納入業者一覧をい

ただきまして、それを見させていただいておるの

ですけれども、今現在の学校給食における納入業

者の一覧です。学校ごと、それから青果、精肉、

水産物と種類ごとに業者が書かれている一覧で

すが、令和７年度については今回いただいたわけ

ですけれども、令和３年度版も実は過去において、

私が一般質問をさせていただくに当たって、この

一覧表を手元にもらっております。それと比較し

て見ますと、なかなか納入業者数に関して、少し

厳しい件数になっているのかなと思います。 

  業者数を数えていらっしゃるかどうかですけれ

ども、令和３年度の一覧表からいきますと、延べ

件数ということになりますが、300件を超える件

数が記載されています。この件数については、令

和３年６月18日の一般質問で私が取り上げてお

ります。300件を超えていると。 

  それで、令和７年度の件数ですけれども、200

件を超える件数ということで、100件ほど、100者

ほど少なくなっている状況があるようです。 

  もちろん学校がなくなってしまって、その分減

っているということもありますし、それから残念

ながら納入業者さん自体がなくなってしまった

というところもありますので、その分カウントで

きないわけですけれども、その分を差し引いても

50件以上減っているようにカウントできるわけ

です。 

  先ほど、食材ごとに分類されていると申し上げ

ましたが、一番減っているのが青果です。野菜、

果物は相当数が減っておりまして、令和３年と令

和７年を比べますと30者以上減っているような

状況です。この状況を把握されていますか。いか

がですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員お述べのとおり、実

態の推移についてはこちらでも把握をしている

ところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 現実的に、今の学校給

食の現状でも業者が減っていると。しかし、これ

から給食センターからの給食提供が始まるとき

に、地産地消をいかに広めていくか。そのために

は、そういう業者を、いかに多くの業者に、ある
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いは個人の方もいらっしゃるかもしれませんけ

れども、参加していただいて食材を納品していた

だくか、それが大事だということになってくるわ

けですけれども、特にその数が減っている青果の

部分です。野菜、これについて来年度以降、どう

いうふうに調達する考えでいるのか、少し具体的

に教えていただけますか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  まず、青果について、納入業者数が減っている

ということの要因といたしましては、個人商店、

個人農家が減少しているのが一番大きな要因な

のではないかと考えております。これは、高齢化

により、個人商店を閉店したもの、あと農家の方

で廃業されたものということも大きくあるので

はないかと思っております。 

  様々そういったところも含めながら、実際には

納入業者を確保していくということは大事な要

素でありますので、何とか声がけをしながら進め

ていきたいと考えているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 高齢化というお話が出

ましたけれども、それだけではないだろうと思い

ます。 

  総務文教常任委員会協議会では、特に野菜の納

入について、米沢青果さんを通じてという答弁、

後で言い直して、米沢青果物市場を通じて集荷す

るのだと、集めるのだという話を御説明されてい

ます。 

  確認ですけれども、所管の農業振興課、米沢青

果さん、米沢青果物市場、こういったところとの

連携について、それを所管する農業振興課と十分

な話合い、協議検討されていますか、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 給食センターへの個人の

農産物等、今後、青果物市場を通して行うという

ことについては、所管課である農業振興課のほう

と情報共有をしているところであります。 

  センターに直接相対方式で納入するのではなく、

青果物市場を通して行うということにつきまし

ては、共有しているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 念のため産業部長にお

聞きしますけれども、情報共有されているとのお

話ですが、説明会をするに当たって、所管の農業

振興課、それから教育委員会と、内容について協

議検討されていますか、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 教育委員会とも連携はしてお

りますが、今まではどちらかというと、協議した

内容の情報をいただくというところが多かった

ものですから、今年に関しては、産業部としては

地産地消を推進する立場でありますので、生産者

や事業者の方が不利益にならないようにする必

要がありますので、こちらのほうは積極的に今後

そういった会合には直接参加したいと考えてお

ります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） その青果に関して、業

者の方と先日お話をいたしました。その方は、説

明会の案内をいただいていますけれども、出席さ

れたのかどうなのか。それで、心配されているの

は、食材、種類ごとに数がそろうかということな

のです。 

  これまでも議会のほうで指摘されておりますけ

れども、センターになると、来年４月１日からの

稼働で、説明会の資料では2,040食です。これま

で2,100食と言ってきましたけれども、2,100食分

の食材を一括で納めるということが、平日ほぼ毎

日ということになるわけですが、果たして可能な

のかどうかと。そこは実際どうですか。いかがで

しょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 センターで給食を提供す

る上で、その食数分の材料を集めなければならな
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いのは間違いないところでありますので、青果の

方ともお話をしたところでは、それは何とかなる

という回答をいただいているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） その食材の納入につい

て、これまでも議会で、センターになれば一括大

量納品ということで、できるのかどうかといった

質問も出されております。 

  それから、令和３年６月18日の私の質問では、

先ほど一覧表のお話をしましたけれども、300者

を超えていると。それで、その前段として、当時

の教育指導部長からは、このセンターの設立稼働

というものは納入方法、納入状況を見直すいい機

会なのだということをおっしゃっていまして、そ

の当時延べ300者以上ありますけれども、それの

どこを見直す予定なのですかと。ほとんどが地元

の個人の方、あるいは地元の商店、そういったこ

とが一覧に載ってきていますよと、そういう質問

をしているわけです。 

  それに対して、当時の山口教育指導部長は、こ

ういうことを言っていらっしゃる。給食費の支払

い状況の数字を見ますと、市外の給食会のほうに

多くの支払いをしていると、そこを見直すのだと。

それを捉えてそこを見直すのだと、そういう答弁

をされているわけです。 

  給食会というのは、何でしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 山形県学校給食会のこと

を指していると思います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 公益財団法人ですか。

山形県学校給食会。そこに発注して納品していた

だいている、それが多いのだと。給食費の支払い

状況の数字では多いのだと。それを見直すのだと

言っているわけです。 

  来年度以降、給食センターへの食材の納品も、

そこを見直しますか、どうですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 地域経済活性化のために

も、できる限り市内の店舗を活用することが大事

だろうと考えておりますので、その方向で今、検

討、協議を進めているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 何回も元に戻るようで

すけれども、地産地消を広げていくためには、い

かに地元の食材提供者の方に参加をいただくか。

そこから地元のものをいかに提供していただく

か、出荷していただくか、そういったことが重要

になってくるわけです。 

  それで、学校給食会のほうは、そこを見直すと、

その方針に変わりないという御答弁でしたので、

ぜひそれは実施していただきたいと思うわけで

す。 

  一方で、先ほど御紹介しましたが、納入業者の

数が青果を中心に相当減っている。それで、何で

減っているのかということを私なりに考えます

と、生野菜を提供いただいて、それを給食で使う

ということよりも、もしかすると加工野菜、ある

いは冷凍食品、そういったものに数的にシフトさ

れていないかということなのです。 

  それで、野菜についてはどうなるか分かりませ

んけれども、魚関係、説明会の資料には、水産物

は当日に納入とされていますけれども、要求水準

書では、当日納品の品目に水産物や魚はないと。

それで、当日納入される水産物とは、では一体具

体的に何なのかという話になるかと思います。魚

は全て冷凍のものになるのかという心配もあり

ますけれども、冷凍食品、加工食品、食材、そう

いったものの比重が上がってくるのではないか。

そういう心配もありますが、そこはいかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員から今御指摘あった

御心配という部分でありますけれども、基本的に

は、やはり野菜などは旬の食材をぜひ提供したい

ものだと考えておりますので、場合によっては季
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節で、どうしても冷凍の加工品の野菜を使うなん

ていうことはあるのかもしれませんけれども、そ

ういった割合が非常に高まっているということ

を、こちらとしては捉えているところではありま

せん。 

  また、魚についてですけれども、当日納品のも

のといたしましては、例えばサワラの竜田揚げの

サワラですとか、マスのテリーヌのマス、イワシ

のかば焼きのイワシなどが考えられると捉えて

いるところです。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今の魚の切り身は、そ

れは生ですか。生もの。2,100食分納入するのだ

と、それ間違いないですね。うなずいていらっし

ゃいますので、そうだろうと思います。 

  納品の時間についてですけれども、先ほど業者

のほうからの申出があったのだという説明、答弁

がありました。前日納品ということもあり得ると

いうお話なのですが、よくよく考えてみますと、

例えば休日明けの平日、前の日が休日だったと。

翌日学校給食があると。そのとき前日納品になる

のですか。例えば、ほかにも月曜日はどうですか。

日曜日に納品になるのですか。もしならないとす

ると、前日納品ではなくて、前々日納品あるいは

金曜日納品ということであれば３日前納品とい

うことも起きますけれども、それはあくまで前日

納品だということでよろしいのでしょうか。どう

でしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 実際には献立をどのよう

なメニューにするかということで、納品していた

だく食材というものが変わってくるかと思いま

すので、前日納品にならないようなものを作るよ

うな献立ということをこちらでは考えていると

ころです。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今の答弁は、施設や設

備に献立を合わせるという話だったろうと思い

ます。そういうことでいいのかなと少し疑問に思

うところです。 

  あと、問題、課題等がいろいろあるようでして、

それを多分説明会に参加された皆さんも、どうな

のだろうとちゅうちょされている方もいらっし

ゃるのではないかと。あるいは、説明会自体にも

行かないと。行けなかった人もいるのかもしれま

せんけれども、そういった方もいらっしゃるので

はないかということを考えますと、最初に戻るよ

うですけれども、地産地消をこれからも米沢市教

育委員会としては広めていくのだということで

すので、そこはぜひ丁寧に、いかに多くの方から

参加いただいて、そして地元のものを提供してい

ただくか。それは相当大変だろうと容易に想像で

きます。2,100食分ですから。そういうものをや

るという方向で言っているわけですから、それを

きっちりとやっていただきたいと思います。 

  それから、アレルギーの関係ですけれども、先

ほどの答弁では、10月の就学時健診から説明のほ

うに入るということでよろしいですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 先ほど教育長も述べまし

たけれども、その前、夏の期間に職員向けの研修

会を行うと。その際に、今現在、保護者の方の参

加についても検討していると述べさせてもらい

ましたので、10月がスタートというよりは、もう

少し前から周知をしていく。ただし、新入児童、

新入生、中学校については11月に新入生の保護者

説明会等がございますので、そういったところで

周知説明を、または相談を受けるということを今

考えているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 職員向けというお話が

ありましたけれども、職員向けの説明はもう昨年、

このアレルギー対応の案をつくる段階でなされ

ているのではないのですか。違いますか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員おっしゃるとおりで
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ありますけれども、改めて確認ということで、説

明会、研修会をさせてもらおうと思っているとこ

ろであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） いずれにしても、今ま

でやっていたやり方を変えると。それは年度で区

切られるのでしょうけれども、児童が１年生のと

きにやられていたものが、２年生になるときには

やれないよと、そういう話になるわけですよね。

それを保護者の方がどう受け止められるのか。 

  あるいは、今まで入学して小学校で対応してい

ただいたアレルギーが、私のうちの子供が入学す

る来年４月からは対応できなくなるのかと、そう

いう話にもなるわけで、そこはしっかりと丁寧に

納得のいくように十分時間をかけてやっていた

だきたいと思います。 

  次に、２項目めになるわけですけれども、先ほ

どいろいろ法律関係をおっしゃっていただきま

した。加えて言うならば、６月５日付の新聞等で

報道になっていますけれども、その新聞報道のタ

イトルは、従業員守れと、カスハラ対策の義務化、

改正法が成立と、そういうタイトルもあります。

労働施策総合推進法が改正になったということ

です。 

  あるいは今日は、公益通報者の保護法の改正に

ついても新聞報道になっております。こちらのほ

うは、まだ十分とは言えない中身のようですけれ

ども、いずれも労働者の権利、あるいは環境を守

る、そういう法律なのではないかと思います。 

  先ほど、いろいろ事業についてお話しいただき

ました。労働基準監督署等々との連携です。それ

はあくまでも、社会人として労働者になった方を

対象にした研修会ということだろうと思います

が、私がここで御提案したいのは、ある新聞記事

を参考にさせていただいていますけれども、働く

自分を守るためということで、身につけたい労働

法知識。これは、社会人になる前、例えば児童生

徒、学生、そういった方々に、社会人になった以

降、働いていく上で、労働者として生活していく

上で必要な知識を、その前に学生の段階で、生徒

の段階で、それをぜひ身につけていただくような

取組をしてはどうかというある新聞への投稿な

のですけれども、私もそのとおりだと思うわけで

す。 

  例えば、大学とか、高校とか、中学校も対象に

なるかどうか分かりませんが、そういったところ

に出前授業とか、そういったものを米沢市として

事業として取り組んではどうかと思うわけです

が、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 議員御意見のとおり、本市と

しましても、就職する前の市内の高校生や大学生

に関して、そういった就職を見据えた労働法の基

礎知識を学ぶことは非常に重要だと考えており

ますので、まず今は地域の高校生を対象に授業の

中で、実際に地域の企業の職場体験を行うＷＡＫ

Ｕ ＷＡＫＵ ＷＯＲＫというのを実施してお

ります。そこには三十数社が来るのですが、授業

として行っておりますので、その中でこういった

労働法の勉強会、あとはそういうブース等が設置

できないか、今年まだ残っている職場体験もあり

ますので、そういったところを早急に検討したい

と考えております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） ぜひそこを検討してい

ただきたいと思いますし、私は卒業してからの話

を申し上げましたけれども、例えば学生であって

も、アルバイトとして働くということはままある

のだろうと思います。そのときに、どういう条件

で働くことになるのか、そういったところをきっ

ちり知識としてやはり持っておかなければなら

ないのではないかと思うわけです。 

  なので、社会人になってからもそうでしょうし、

それに限らず、その大分前の段階で、ぜひ米沢市

として労働環境、労働者の権利向上、福祉の向上、

そういったものを目指すのだと、そういう姿勢を
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ぜひ示していただければと思います。ぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

  それから最後に、公契約条例の関係ですけれど

も、12月定例会では、指定管理施設で働く方を対

象にということで考えて質問させていただいた

わけですが、そうではなく、今回は全体です。そ

ういった方々の賃金の底上げを図る、そのための

公契約条例を考えていただくことはできないか

ということです。 

  演壇からも申し上げましたけれども、市長は好

循環の米沢を実現するのだということを掲げて

いまして、そのためには市民の所得を向上させる

ということなわけです。 

  例えば、米沢市農業振興計画では何と言ってい

るかというと、農業所得の向上や最大化というも

のをうたっているわけです。そうすると、農業者

の所得を向上させるのだと、最大化させるのだと

いうことを、農業振興計画、農業政策として米沢

市はやるのだということなわけです。 

  一方、労働者、これは先ほど最初に御答弁いた

だきましたけれども、令和３年の経済センサスで、

個人事業者を除くと３万5,000人以上の労働者が

米沢市にはいるのだと。そうした方々の賃金とい

うものがもし向上すれば、それは生産された農産

物でもいいですけれども、そういったものを購入

する機会、あるいは購入額のアップ、そういった

ものに直結してくるのだろうと思うわけです。そ

のことによって好循環が生まれると。 

  生産者の方が幾ら生産しても、それを買っても

らえなければ好循環は生まれないわけです。そう

すると、そういったことを考えると、３万5,000

人もいらっしゃる労働者の賃金、これは当然働い

ている企業なり組織団体なりで、そこの賃金の決

め方というものが決まっているわけで、そこに米

沢市がどうこうということは、これは申し上げら

れないというのは重々分かります。ですけれども、

例えば米沢市が契約をしている相手方、あるいは

指定管理のように協定をしている相手方、そうい

った方々を対象に公契約条例を制定することに

よって、賃金の底上げを図るということは十分検

討してもいいのではないかと。そのことが、好循

環の米沢の実現にもつながるのではないか。呼び

水になるのではないかということです。そのよう

に考えますけれども、いかがでしょうか、公契約

条例。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  議員おっしゃるとおり、まず好循環の米沢とい

うことについて御指摘をいただきましたけれど

も、私どもが考えている好循環の米沢というのは、

まずは子育て、教育を充実させることで、人材を

育て、そして集めて、その人材を生かして、あら

ゆる産業の生産性を向上させることで、市民の所

得を増やして、市民の所得が増えることによって、

増えた税収を活用して、移動サービスであるとか、

雪対策や医療福祉を充実させることによって、地

域の全体の暮らしやすさ、幸福度を高めると、地

域全体を活性化するという循環社会をつくって

いくというのが好循環の米沢であります。 

  議員御指摘の労働者の方々の賃金の上昇という

のは、すなわち市民の所得向上に直結するわけで

ありますから、好循環の経済の重要な要素である

ことは間違いございません。 

  ただ一方で、公契約条例をつくると、官民とも

事務手続が非常に煩雑になって、負担増となり、

これまたコスト増につながるといった課題も指

摘されているわけであります。 

  所得の向上というのは本来、労働生産性、労働

者の方々の生産性の向上によって実現されるも

のでありますから、したがって公契約条例の導入

については、そのメリットと、またデメリットを

総合的に分析して、高コスト体質を是正するには

どうするか、どのように事業者の方々の労働生産

性向上を促す仕組みを組み込むかということも

含めて検討をすべきものと考えております。 

  現実には、賃金の条項を盛り込んだ公契約条例
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は首都圏の自治体が多いということのようであ

りますが、以上の点も踏まえて、その是非につい

て米沢市として研究をしてまいりたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） ありがとうございまし

た。 

  今、全国の事例と、首都圏を中心にそういう事

例があるのだというお話もされました。ぜひここ

は一歩踏み込んで、研究というお話でしたけれど

も、検討を加えていただきたいと思います。 

  なぜというか、公契約条例、確かに事務煩雑性

も指摘されておるかとは思いますけれども、実施

している公共団体は、やはりそこをクリアしてや

っているわけで、そういったところも含めてぜひ

研究、検討を加えていっていただきたい。できる

ならば、好循環の米沢というものを公契約条例の

制定によっても支えていただければと、実現して

いただければと思います。 

  ぜひ実施していただくよう、検討していただく

ようによろしくお願いしまして、私の質問を終わ

ります。 

○島軒純一議長 以上で17番太田克典議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市の魅力と活力を持続させる観光・

交流の振興策について、16番遠藤隆一議員。 

  〔１６番遠藤隆一議員登壇〕（拍手） 

○１６番（遠藤隆一議員） ミライノトビラ所属、

遠藤隆一でございます。 

  まず初めに、本日傍聴にお越しいただいており

ます皆様、そしてユーチューブ等の配信を御覧い

ただいております皆様に御礼を申し上げます。 

  それでは、早速、一般質問に移りたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  このたびの一般質問、大項目１件、うち小項目

３件でございます。 

  大項目としまして、米沢市の魅力と活力を持続

させる観光・交流の振興策についてです。 

  米沢市が持つ豊かな自然、歴史、文化は、市民

の誇りであり、観光客を引きつける重要な資源で

す。しかし、これらの魅力を持続的に発展させる

には、現状の課題を見詰め直し、戦略的な施策を

講じる必要があります。 

  四季折々の祭りを未来へつなぐための財政支援

と運営体制の強化、かけがえのない観光名所であ

る松が岬公園の適切な保全、そして新たな関係人

口を創出し、都市の活性化につながる姉妹都市の

交流の推進は、米沢市の観光と交流の未来を開く

上で重要です。 

  本質問では、これらの具体的な課題とその解決

策を通じて、米沢市の持続可能な発展に資する観

光・交流振興策を求めるものです。 

  小項目１、米沢四季のまつり委員会と米沢観光

コンベンション協会の支援強化と適正な予算見

直しについて。 

  米沢の四季を彩る祭りは、市民の生活に根差し、

観光の核でもありますが、近年、米沢四季のまつ

り委員会が逼迫した予算の厳しい状況にある中

で、米沢観光コンベンション協会もまた恒常的な

赤字を抱えています。 

  そうした中で、なせばなる秋まつりの大幅な規

模縮小、もしくは秋祭りそのものを見直そうとい

ったことを耳にします。そして、逆に、秋祭りが

どうなるのだろうかと、どうにかして秋祭りを守

ってほしいという市民の声が多く寄せられてお

ります。 

  価値ある米沢の祭りを未来へ継承するため、現
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状の補助金の見直しに加え、収益性向上のための

新たな支援策や運営体制の強化について、いかな

る手だてを考えられるのか。本市の見解、具体的

な解決策、展望を伺います。 

  一つ、米沢四季のまつり委員会と米沢観光コン

ベンション協会双方の近年の逼迫した予算の状

況と課題をどのように捉えていらっしゃいます

でしょうか。特に、喫緊の問題として、なせばな

る秋まつり開催への影響をどのように把握され

ておりますでしょうか。 

  そして、近年、人件費、光熱費等々の上昇、物

価高騰が続く中で、様々な予算が年々増額されて

いる中で、米沢四季のまつり委員会と米沢観光コ

ンベンション協会の補助金の額がほぼ変わらな

い、横ばいというのは、実質的には毎年毎年予算

が削られているということに等しいのではない

でしょうか。 

  ぜひ世の中のコスト増の実態から、事業規模に

見合った予算の見直し及び人材の配置等、お考え

をいただけないでしょうか。 

  続いて、小項目２、松が岬公園の恒久的な保全

と観光資源としての価値向上について。 

  米沢市のシンボルである松が岬公園は、歴史的

価値とともに、市民や観光客の憩いの場として重

要な役割を担っています。 

  豪雪による桜の被害や橋の老朽化など、公園の

景観維持には課題が山積しています。 

  松が岬公園を将来にわたって魅力的な観光資源

として守り、その価値をさらに高めるための具体

的な保全計画と予算措置等について、以下の件に

ついてお伺いします。 

  一つ、南参道菱門橋崩落の復旧に向けた状況、

今後のスケジュールについてお聞かせください。 

  一つ、正面参道、舞鶴橋の損壊や石積みの脱落

状況、周辺の地盤沈下などの状況等々に関する調

査結果の説明と危険性の認識、今後の方針、文化

財としての維持管理の在り方についてお答えく

ださい。 

  一つ、現在一部立入規制が行われている北参道

の石積み崩落箇所の復旧に向けた状況説明と今

後のスケジュールについてお聞かせください。 

  一つ、上杉曦山公之碑の丘、モミの木の伐採後、

もう数年たちますが、いまだにブルーシートが広

げられ立入禁止のままになっています。その状況

をいつまで放置されるのでしょうか。 

  一つ、舞鶴橋を正面に見た両斜面は、本来であ

れば毎年きれいなツツジの花に覆われ、市民や観

光客の目を楽しませてくれていますが、特に今年

はササの葉に覆い尽くされて、開花もせず美観が

損なわれている状況でございました。ここまで群

生してしまったササの退治を、またツツジの剪定

等を今後どのように進めていかれるのか、お伺い

します。 

  一つ、今年は豪雪による桜の幹折れや枝折れに

伴う切断の箇所が一段と増えていますが、正しい

剪定が行われていないばかりか、逆に最悪の位置

で切断されたり、また切断部の防食処理、癒合処

理がなされていないこともあり、枝や幹の腐朽が

進み、若葉の出ない枯れ枝の存在が顕著でありま

す。 

  桜の各個体ごとに識別番号をつけて管理されて

いるのでしょうか。植え替え、更新作業は計画的

に行われているのでしょうか。植樹後、数年と待

たずに枯れてしまい伐採される若い木も目立ち

ます。そう遠くない日に、伐採されて朽ちた木の

根ばかりが残り、新たな植樹、更新もままならな

い状況になるのではないかと危惧しています。適

正な管理によって桜の木の長寿命化を図ること

が求められるのではないでしょうか。 

  一つ、桜の根を守るため、そしてお堀の石積み

の崩落を防ぐため、そしてそれによって周辺道路

の沈下を防ぐためにも、参道正面道路から南は上

杉記念館まで、北は北参道手前まで車両通行止め

とするようなことを、これは昨年６月の一般質問

において成澤和音議員が質問されており、私も大

賛成でございます。この検討状況はいかに進んで
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おりますでしょうか。 

  最後に、昨年９月に一般質問した憩いの場、松

が岬公園第２公園の噴水のポンプの交換はいま

だに放置されていますが、検討の状況はいかがで

しょうか。 

  続いて、小項目３に移ります。 

  朝倉市との姉妹都市提携による関係人口拡大と

地域活性化について。 

  人口減少が進む中で、地域に多様な関わりを持

つ関係人口の創出は、米沢市の活性化に不可欠で

す。 

  福岡県朝倉市との姉妹都市提携は、両市の交流

を深め、相互理解を促進するだけでなく、観光客

の誘致、物産品の交流、移住定住の促進など、多

岐にわたる関係人口の増加に寄与するものと考

えています。 

  姉妹都市提携に向けた具体的な検討状況と、そ

れが米沢市の発展にどのように貢献すると理解

されているのか。本市の現状認識と展望を具体的

に伺いたいと思います。 

  一つ、朝倉市との関係性、これまでの交流の経

過をどのように捉えられているのか、お答えくだ

さい。 

  これまでに本市が各市町と姉妹都市を提携した

前例を踏まえ、姉妹都市を提携するにはどういっ

た必要条件があるのか、どうお考えなのかお聞か

せください。 

  その上で、現在、朝倉市と姉妹都市提携に向け

てどのような検討を進めているのか、または進め

ていかれるお考えなのかお答えください。 

  朝倉市との姉妹都市提携が本市の発展にどのよ

うに貢献すると理解されているのか。上杉鷹山公

を軸とした米沢、朝倉、高鍋のネットワークを強

化していく重要性、必要性をどのようにお考えな

のか、お答えください。 

  以上、演壇での質問を終えさせていただきます。

お願いします。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 遠藤隆一議員の御質問にお答えい

たします。 

  私からは、米沢市の魅力と活力を持続させる観

光・交流の振興策についてのうち、朝倉市との姉

妹都市提携による関係人口拡大と地域活性化に

ついて、お答えをいたします。 

  本市の国内の姉妹都市は、締結順で、高鍋町、

上越市、沖縄市、東海市の４市町、また友好都市

は、新潟県南魚沼市、愛知県西尾市の２市であり、

計６市町であります。これまでも民間団体や経済

団体が相互交流を図るとともに、本市としまして

も姉妹都市等の市長、町長、議会の各議長、副議

長等をお祭りへ招待するなど、交流を図っている

ところであります。 

  また、市民レベルの交流では、先月は東海市の

中学生1,095名が修学旅行で本市を訪れ、羽黒神

社での参拝や普門院の見学など、山上地区の皆様

に大変御協力をいただいたところであります。こ

の修学旅行の交流は20年間続いております。 

  また、この６市町のほか、経済連携などにより

交流を図っている自治体がございます。 

  姉妹都市提携が本市にどのように貢献するかに

つきましては、歴史的な関係を背景に、様々な分

野での交流を促進することにより、関係人口の増

加のほか、教育、文化の振興や地域経済の活性化

などが期待されるところであります。 

  福岡県朝倉市と本市の交流につきましては、秋

月藩と米沢藩との歴史的な関係を基軸とし、民間

団体の交流が続けられています。 

  行政間の交流につきましては、一時期中断して

いた時期がありますが、令和６年度から宮崎県高

鍋町の御紹介もあり、米沢上杉まつりへ招待し、

今年も朝倉市長と教育長にお越しいただいてお

ります。 

  昨年、朝倉市の林裕二市長から、本市との友好

都市などの提携協定についてのお話をいただい

ておるところであり、大変光栄なことであると感
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じております。 

  朝倉市との友好都市提携につきましては、基本

的には双方の民間団体や経済団体など、市民、民

間ベースの交流が盛んであることが大前提とな

ります。加えて、両議会の議員の方々との一層の

交流が図られることも重要であろうかと考えて

おります。 

  いずれにいたしましても、仮に姉妹都市等を結

ぶこととなれば、議会での御承認が必要であり、

事柄の性質上、議会において全会一致で賛同を得

られる環境が整うことが肝要であると考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、（１）の米沢四季

のまつり委員会と米沢観光コンベンション協会

の支援強化と適切な予算見直しについてお答え

いたします。 

  初めに、米沢四季のまつり委員会は、本市と米

沢商工会議所、米沢観光コンベンション協会の３

者が事務局を担い、米沢上杉まつり、よねざわ戦

国花火大会を含む米沢秋まつり、上杉雪灯篭まつ

りを主催するとともに、愛宕の火祭りや西部雪ま

つりといった地域の催物や、米沢納涼水上花火大

会、よねざわ肉の陣といったイベントなどへの支

援を行っております。 

  令和７年度の米沢四季のまつり委員会事業費補

助金につきましては4,880万円で、令和６年度当

初予算額と比較すると800万円の増額となってお

ります。これは、米沢上杉まつり開幕祭で実施し

たスペシャルパレードの安全対策費や警備費用

等のほか、よねざわ戦国花火大会の企業版ふるさ

と納税分で増額となったものであります。 

  米沢四季のまつり委員会の令和７年度一般会計

予算は、本市からの補助金に加え、市民協力金、

産業団体協力金、広告掲載料等を合わせた6,882

万5,000円となっておりますが、昨今の資材費や

人件費などの物価高騰の影響や、スタッフの負担

軽減を図るため、各祭りにおいて事業内容の見直

しや効率化を図りながら運営していくこととし

ております。 

  なせばなる秋まつりの事業費につきましては、

令和７年度予算が330万円で、令和６年度の決算

額と比較すると約250万円ほど縮減しております。 

  しかしながら、この縮減につきましては、予算

上の理由だけではなく、なせばなる秋まつりやよ

ねざわ戦国花火大会といった秋祭りの大型イベ

ントが連続する状況下において、イベント参加者

や裏方として協力、従事される方々の負担軽減に

より、持続可能な祭り運営を目指す観点から、全

体の事業規模の見直しを行ったものであります。 

  そのようなことから、祭りを支える多くの方々

の負担軽減を図る上でも、引き続き事業内容の見

直しを行うとともに、本市の限られた財源の中で、

国や県の補助金のほか、企業版ふるさと納税やク

ラウドファンディングといった外部資金の獲得

を積極的に行いながら、持続可能な祭り運営につ

なげていきたいと考えているところであります。 

  次に、米沢観光コンベンション協会についてで

ありますが、同協会は本市も出資している一般社

団法人であり、先ほど申し上げましたが、米沢四

季のまつり委員会の事務局をはじめ各種キャン

ペーンにおける物産展やＰＲ活動、台湾プロモー

ション活動をはじめとしたインバウンド促進、コ

ンベンション誘致など様々な活動を通して、本市

の観光振興に寄与していただいているところで

あります。 

  同協会の経営状況につきましては、令和６年度

及び令和５年度については、単年度収支がマイナ

スの決算となっておりますが、それ以前の３年間

は単年度収支がプラスの黒字で推移しているな

ど、過去５年間の累計で約460万円の黒字となっ

ております。そのようなことから、恒常的な赤字

には至っていない状況であります。 

  本市では、同協会の運営に要する経費のうち、
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観光案内所やコンベンション業務の運営等に係

る費用に対し、補助規定に基づき補助金を交付し

ており、令和７年度の補助額は1,851万円で、令

和６年度と比較して16万6,000円ほど増額してお

ります。 

  同協会の収益性を向上させるには、収入の４割

を超える物販等の自主事業収入をいかに増やし

ていくかが課題であります。組織として、いかに

収益向上に向けた取組を強化していくかが重要

でありますので、まずは協会内で今後の事業の在

り方や運営体制も含め、議論を深めていただき、

本市としても機会を捉えて意見交換等を実施し

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

  〔石川隆志建設部長登壇〕 

○石川隆志建設部長 私からは、米沢市の魅力と活

力を継続させる観光交流の振興策についてのう

ち、小項目２、松が岬公園の恒久的な保全と観光

資源としての価値向上についてお答えいたしま

す。 

  初めに、菱門橋、舞鶴橋、北参道沿いの石積み

の具体的な復旧の見通しはどうなっているかに

ついてですが、菱門橋については、令和６年12月

21日に損壊して以降、立入禁止措置を実施してい

る状況となっており、これまで損壊原因の検証や

復旧方針等についての一次調査や、観光団体など

と協議を積み重ねてきたところです。 

  今後の復旧に向けた具体的なスケジュールにつ

いてですが、令和８年度より、国の補助金を活用

しながら測量・調査、詳細設計を実施していく考

えを持っており、現在、国や県との調整を進めて

いるところです。 

  その後、復旧工事の実施へと進んでいくことに

なりますが、埋蔵文化財の調査も必要になるため、

完成には相当の時間を要すると見込んでおりま

す。 

  続いて、平成10年７月23日に国の登録有形文化

財に指定された舞鶴橋でありますが、市民からも

橋の高欄にひび割れが発生していることや、橋前

後の地盤が沈下しているため橋が損壊していな

いかなどの御心配の声をいただいているところ

で、本市ではこれまで目視による橋の点検確認を

行っておりましたが、架設から139年経過してい

る文化財であることを踏まえ、石造文化財に詳し

い専門家に現状を確認してもらい、危険度や今後

の管理方法について助言をいただき、石橋本体は

強固なもので、すぐに崩壊につながる危険性はな

いが、石橋やその周辺の動きを把握するため、３

か月に１回程度の動態観測を実施するよう助言

をいただいたことから、今年度はレベル測量にて

定期的な調査を行い、橋の沈下などの変化を観測

するよう進めているところです。 

  なお、来年度以降は、国の補助金を活用しなが

ら橋の健全度調査を実施していきたいと考えて

おり、修繕についても健全度調査の結果を踏まえ

て対応してまいります。 

  続いて、お堀の石積みでありますが、令和６年

度の豪雪により、北参道東面の石積みの一部が崩

落いたしました。現在、災害復旧事業として、年

内に修繕を実施すべく進めているところです。 

  次に、従三位上杉曦山公之碑付近のモミの木の

切り株の処理と立入禁止の解除はいつかについ

てですが、モミについては倒木危険樹木として令

和３年３月に伐採したところではありますが、そ

の切り株には大きな空洞が開いており、公園利用

者などが空洞の中に転落するなどの危険性があ

るため、切り株をブルーシートで覆った上で立入

禁止措置を実施しているところです。 

  現在、切り株の空洞を玉石で埋めるなどの処理

を行うべく業務を進めており、年内には立入禁止

措置を含め解消するスケジュールとなっており

ます。 

  次に、松が岬公園について、ツツジの花つきが

悪いことや、大雪に伴う桜や松の折れた枝の放置

が目立っていたが、どのような維持管理を行って
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いるのかについてお答えいたします。 

  松が岬公園のツツジにおいては、業務委託によ

り剪定等の維持管理を行っているところですが、

ツツジの花つきが悪くなったことについては、周

辺にササが繁茂し日当たりが悪くなったことが

要因として考えられることから、今後については、

維持管理の業者に対し、適切な時期に草刈りを実

施するよう指示したいと考えております。 

  また、折れた枝については、一時集積場所に拾

い集めた上で処理施設へ搬出しているところで

すが、今冬の大雪により、その量が多かったこと

もあり、対応の遅れが生じてしまったことから、

今後については発注時期を早めるなど計画的に

進めていきたいと考えています。 

  次に、お堀周りの桜の維持管理及び更新計画は

どうなっているかについてお答えいたします。 

  松が岬公園内には約230本の桜の木を植栽して

おり、維持管理については市内の造園業者により

定期的な巡視と剪定、安全上問題がある樹木を発

見した場合については、緊急性に応じて伐採を行

っているところです。 

  更新計画としましては、年に二、三本ほど枯木

や倒木のおそれがある桜から更新しており、10年

先、20年先も今と変わらない桜の名所としていく

上でも、今後も適切な管理を行ってまいります。 

  次に、お堀周りの桜の根の保全と公園周辺の道

路の安全性を高めるためにも、一部区間の車両通

行止めを実施してはどうかについてお答えいた

します。 

  市民や観光客等の歩行者の安全性を高めるため

に、お祭り期間の前後３日間を延長し、令和７年

４月26日から５月６日の期間中、おまつり広場入

り口東側から上杉記念館正門西側の区間におい

て、車両通行止めの実証実験を行ったところです。 

  なお、現在、その影響や今後の方針については

精査中であり、一部区間の車両通行止め期間をさ

らに延長することについても、警察や道路管理者

等の関係機関と協議しながら研究していきたい

と考えております。 

  最後に松が岬第２公園の噴水の修繕の見通しは

どうなっているのかについてお答えいたします。 

  遠藤議員からは、令和６年９月定例会でも同様

の質問を受け、ポンプの故障などにより修繕費も

高額になることが予想されるため、再開の見通し

は立っていない状況を答弁させていただいてお

りましたが、現時点においてもその状況に変わり

はなく、噴水について、水に触れたり接したりな

どの親水性や景観の向上が図られることから、に

ぎわいの創出につながる効果を認識しておりま

すが、まずは故障に至った原因究明や修繕に要す

る費用の把握、国からの交付金を活用できないか

などの調査を始めるとともに、上杉神社や観光団

体などから意見をいただきながら、噴水の在り方

についても検討していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） お答えいただきありが

とうございます。 

  では、こちらのほうからまた質問させていただ

きます。 

  先ほど産業部長のほうから、観光コンベンショ

ン協会の運営については、令和４年以前の４年間

については黒字でしたと、恒久的な赤字ではない

ですということですが、そもそもそこはコロナ禍

で事業ができない期間だったわけです。そこと比

べるべきではないと思っていますし、令和５年度

の赤字額は190万円、そして昨年度の令和６年に

おいては350万円ほどになっています。ここを理

解されているのであれば、先ほどのような発言に

はならないのではないかと私は思っております。 

  また、四季のまつり委員会でいえば、今回800

万円増えていますということですが、実質200万

円は花火、300万円は企業版ふるさと納税、そし

て残り500万円はディズニーパレードでございま

す。この段階で200万円、従来の予算を圧迫して

いるぐらいでございます。 
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  さらに言えば、今回ディズニーパレードの予算

は500万円で組みましたが、実際かかったお金は

750万円です。ここでさらに250万円の赤字を出し

ているわけです。このあおりが全て、なせばなる

秋まつりに行ってしまう。そこをどのようにお考

えなのかという質問をさせていただきました。 

  そうした場合に、大型イベントが連続するから

負担を軽減するという御発言がありましたが、私

は全く理解できません。春と秋というのは神社の

例祭、そして春は豊作を願い、春の訪れを喜び、

そして秋というのは豊作に感謝して、これから厳

しい冬を迎えるときに市民で催すイベントでご

ざいますし、また秋のイベントというのは、上杉

鷹山の精神を引き継ぐ重要なものでございます。

各友好都市との物産交流、もしくは市内のいろん

な活動団体のステージ発表、そして学生たちの棒

杭市、こういったものを伝承するために立ち上げ

た祭りでございます。それを、負担を軽減するた

めに削減する方向という答えは、到底納得いきま

せん。 

  ならば、観光課でもいいですし、コンベンショ

ン協会に地域おこし協力隊を出向させるとか、観

光課の人を厚くするとか、補助金の見直しが難し

いのであれば、そうした人的な補強や運営支援は

考えられないでしょうか。 

  さらに言えば、収益、自助努力と言われますが、

では今年からふるさと納税返礼品の取扱いの委

託事業がシフトプラスへ移行し、令和８年度以降

は、この協会の収入源であるふるさと納税の手数

料収入がなくなります。150万円ほどです。これ

はどのようにお考えなのでしょうか。 

  祭り文化は、先ほど申し上げたとおり、祭りで

ございます。四季それぞれに深化させてきたこと

は米沢市民の誇りでもあります。ここに至るまで

どれだけの関係者が創意工夫されて、努力されて

きたのか。どれだけこの祭りを楽しみにされてい

る方がいらっしゃるのか。そう考えた場合、もし

もこの秋祭りが欠けるようなことになれば、その

精神的、経済的ダメージは計り知れないものがあ

ると思います。ぜひもう一度そこを考えて御答弁

をいただきたいと思います。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 秋祭りに関しては、今までも、

過去にも、今回が今年で12回目ということで、そ

の前も様々な形態で、秋祭りについては形態を変

えてきております。一時期は商工会議所青年部が

主管で、やはりなかなか集客が見込めないという

ことで、前にそこが主管になりまして、様々イベ

ントをして、その後いろいろ変遷があって今の状

態になったというところであります。 

  それで今回、商工会議所青年部はじめ、青年３

団体の皆様には、戦国花火大会という大きなイベ

ントをお願いしていることもありまして、そうい

ったところで、秋のイベントが続くということも

ありまして、そういったところの中で、どうして

もその規模の縮小なり、見直しというのが必要か

なと考えていたところであります。 

  あと、先ほどありましたふるさと納税の件であ

りますが、昨年その中間事業者が入りましたが、

観光コンベンション協会が会員の個別の事業者

向けに返礼品の取扱いを行っている業務につき

ましては、今までどおり何ら変わりはございませ

ん。今年も観光コンベンション協会にお願いして

おりますし、来年度以降もしていただく予定にし

ております。 

  ただ、なかなか観光コンベンション協会の事務

も煩雑なので、その業務の一部をサポートすると

いう形で、事務の簡素化とか、システム化によっ

て、観光コンベンション協会のほうに協力してと

いう形でありますので、今までどおりそこは変わ

りございませんので御理解いただければと思い

ます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 私が確認したところで

は、シフトプラスに移行した後は手続の簡素化、

それは地元の業者にとっても手続が簡素化する
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ことはいいことです。ただ、それによって観光協

会の収入源がなくなるということについて私は

問題だと言っています。 

  そして、企業版ふるさと納税については、花火

大会には充てられますが、ぜひほかのお祭りにつ

いても企業版ふるさと納税を獲得するような働

きをしていただいて、予算に充当していただきた

いと思いますが、最後にいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 今、議員おっしゃったとおり、

昨年度の３月に企業版ふるさと納税を基金に積

み立てていただくのを議会でお認めいただきま

した。その中では、主に観光振興ということで、

目的を花火大会のほかに、米沢市の観光振興とい

うことでしておりますので、今年の企業版ふるさ

と納税については、花火大会のほかに、こういう

お祭りなり、観光振興ということで、企業のほう

にも今営業をかけておりますので、そういったと

ころで、なるべくそういう外部資金を獲得したい

と考えております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 米沢市の観光、祭りと

いうものを一手に担っていただいている団体で

ございます。ぜひそこは自助努力というものでは

なくて、協力していただきたい、支援していただ

きたいということを申し上げて終わりたいと思

います。 

  続きまして、松が岬公園の件ですが、菱門橋に

ついては早く進めていただきたいところでござ

いますが、菱門橋は東日本大震災のときにも沈下

して、そのときには橋の接続部分を簡易的に砂で

埋めたという過去がございます。そのような簡易

的な措置をしたからこそ、今回のような大きな事

故につながったのではないかと思っております

が、ぜひ急いで復旧していただきたい。 

  今年の春の祭りの時期の桜においてもライトア

ップもなされずに、あの部分だけは真っ暗な状況

で、本来であれば非常にインスタ映えとか、非常

に観光資源になるところが、米沢の公園は真っ暗

だと、どうなのだという声をお聞きしました。ぜ

ひ急いでいただきたいと思います。 

  そして、正面参道の舞鶴橋でございますが、先

ほどの調査結果というのは、私は納得ができなく

て、約１時間ほど調査されたようですけれども、

高欄の部分ですとか、親柱のところの亀裂、文化

財指定されているのは、あのアーチ式の石積み構

造が文化財指定されているわけです。今表面は石

で覆われていますが、文化財指定されているその

土木技術というのは、近代土木によって、あの石

積みがなされていることが、文化財としてみなさ

れているわけでございます。 

  平成30年にちょっとした補修工事ということで、

ただコンクリートで割れ目を埋めただけの工事

がなされましたが、そのときの予算が８万円です。

僅か８万円をかけて、コンクリートで隙間を埋め

ただけで、何の補強もされていません。 

  では、なぜ平成30年にその補修がされたかとい

うと、私が聞いた話では、昔公園にボートが浮か

んでいて、そのボートが舞鶴橋の下に置かれてい

ましたけれども、それでお堀側からの水の整備で

すとか、ごみの回収とかをされていました。その

方が、橋の下を、天井を見たときに、橋の下の石

積みが崩れようとしている。これでは怖くてそこ

で仕事ができないという声が寄せられて、では点

検してくださいといったときに、たった８万円で

コンクリートを詰めただけと。あそこはいまだに

車が通ります。あのアーチ式の構造上、一つでも

石が崩れたら、パズルみたいにざっと全部壊れる

わけです。その危険性をどのように認識されてい

るのか。今回の調査において、しっかりと下にボ

ートで潜り込んで、下から点検されたのでしょう

か。 

  平成30年に隙間を埋められてから、また新たな

亀裂が走っています。さらに、平成30年から、も

う１センチメートルくらいの亀裂が開いている

わけです。たった７年で１センチメートル開いた
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ということは、それだけ地盤沈下しているという

ことです。 

  今から10年前には、親柱の脇の地盤沈下によっ

て、灯籠が斜めになって、そこの土台の工事をさ

れました。今まさにあそこの土地が、まだ地盤沈

下が進んでいるのです。さらにその傷口がどんど

ん開いているのです。それを継続しましょうとお

っしゃいますが、継続して、どの数値になったら、

どのような工事をされるのでしょうか。文化財の

復旧には同等の石材を使わなければいけないと

いう決まりもございます。では、その石材がいつ

まで確保できるのか。 

  様々なあちらこちらの国内の城跡では、大がか

りな大改修工事が計画的に行われています。本市

において、正面の玄関である舞鶴橋がもし崩落す

るようなことがあれば、その影響たるや想像を絶

するものがございます。しっかりとそこを踏まえ

て、今後の調査、対応をお願いしたいと思います。 

  そして、舞鶴橋の正面を見たときの両斜面のツ

ツジのところでございますが、ササの群生という

ものは簡単になくなるものではございませんが、

例えば年に３か月ごとですとか、期間を決めて、

その都度整備を進めていくような働きかけが必

要だと思います。 

  また、先ほど申し上げた桜の手入れについては、

本当に痛々しいものがございます。植えてもすぐ

枯れる。どういう管理をされているのでしょうか。 

  今、松が岬公園内の樹木の管理というものは、

樹木医にコメントをいただきながら進められて

いるものでしょうか。それとも、どういった業者

に、どういったお約束で保守管理を委託されてい

るのでしょうか。そこをお答えください。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 御質問ありがとうございまし

た。 

  まず、遠藤議員からの御質問にお答えする前に、

私の答弁の中で、従三位上杉曦山公之碑付近のモ

ミの木の切り株の処理と立入禁止の解除がいつ

かの中で、倒木危険樹木の時期に関しまして、令

和３年３月と申し上げましたが、令和６年３月の

間違いですので、訂正をお願いいたします。大変

申し訳ございませんでした。 

  それから、質問を頂戴いたしましたが、まず１

点目、舞鶴橋につきましては、文化施設、観光施

設として米沢市にとっても重要な橋だと当然思

っておりますので、以前、平成30年に簡易な維持

補修をしたというお話でございましたけれども、

確かに近代土木の技術を結集して石積みを造っ

たというところもございますので、今後はそのよ

うなことがないように、きちんと維持管理をして

まいりたいと考えております。 

  具体的には、来年度、橋の健全度調査を実施し

てまいりますので、その中で、お話のございまし

た橋の下側からの調査も含めて、その段階で行っ

ていきたいと考えております。 

  それから、２点目になりますが、桜の管理でご

ざいますけれども、基本的には維持管理をお願い

しています造園会社による委託管理の中で、樹木

管理を行っているところでございます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  私は、樹木に対する有識者の方、そして樹木医

のコメントをいただいておりますが、米沢市内に

は樹木医は１名、置賜内にもほんの数名しかいら

っしゃいませんが、例を挙げれば、青森、弘前の

チーム桜守という団体がございます。これは職員

です。樹木医を職員に採用して、青森の弘前の桜

を守っている。これはただ伐採するわけではなく

て、伐採した木にまた若い芽が生えてくるような

再生をさせる樹木管理、そしてそういった植栽を

一手に担っている部門でございます。 

  そうした取組を米沢市には反映できないのでし

ょうか。例えば、樹木医を設備管理のチームに入

れたり、造園管理会社と共に指導したり、そして

そうした樹木管理ができる業者、後継者を育てて
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いく。そういったものを市が主導となってお考え

いただけないものか。提案として、お答えいただ

きたいと思います。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 樹木医に関しましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、基本的に造園会社によ

る委託管理を行っているわけですけれども、必要

に応じて御意見のほうは頂戴しております。 

  なお、そちらの維持管理につきましては、やは

り樹木医と相談していくことも可能ですので、そ

のようなことで今後検討してまいりたいと考え

ております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） ぜひそこは樹木医、専

門家の意見を反映していただきたいと思います。 

  続きまして、時間が残されていませんので移り

たいと思いますが、朝倉市との姉妹都市提携につ

いてでございます。 

  先ほど市長よりコメントをいただきまして、あ

りがとうございました。 

  市民、団体、民間団体の盛り上がり、そういっ

たものが不可欠だと。市議会皆さんの合意も不可

欠だというところも理解できました。 

  朝倉市から、今から何年前になるのでしょうか。

大分前に市長のほうからぜひ提携したいという

申入れもあり、この春には上杉まつりのときに、

近藤市長に対しても、林市長のほうから、そうい

った熱い申出があったと伺っております。 

  朝倉市は、令和５年以降、秋月藩成立400周年の

記念事業をどんどん進められています。また、来

月７月12日は、米沢市において、秋月ルネサンス

協議会と米沢・朝倉交流会の交流盟約締結式が開

かれます。 

  さらに、令和７年11月においては、朝倉市にお

いて、第22回全国藩校サミット朝倉大会が開かれ

ます。藩校といえば米沢の興譲館でございますが、

興譲館も来年４月に創立250周年を迎えます。 

  さらに、来年、令和８年１月には、朝倉市の朝

倉市制20周年の記念事業が行われます。 

  米沢は、ＮＨＫの大河ドラマ化に向けて非常に

市民の活動も盛り上がってきております。 

  このような状況の中で、先日、朝倉市長が、地

元紙、秋陽会だよりという地元便りに、朝倉大会

では、これまで宮崎県高鍋町や山形県米沢市の

方々と交流を重ねて実施してこられた三名君フ

ォーラムを基に、名君とうたわれた３人の藩主、

秋月種茂、上杉鷹山、黒田長舒を顕彰していく予

定です。三名君が結ぶ絆を現代においてより確実

なものとするため、高鍋町に加えて米沢市と姉妹

都市盟約の締結へと昇華できればと思っており

ますと地元紙に寄せられております。 

  まさに今、市長がおっしゃる市民、民間レベル

での盛り上がりというものが最高潮に達してい

るのではないでしょうか。 

  米沢・朝倉・高鍋のトライアングル姉妹都市提

携は、３都市にとって未来に向けて大きな財産と

なると断言できます。 

  最後に、そうした機運の高まり、そして朝倉市、

高鍋町との関係をより強固なものとするために、

ぜひ今こそ姉妹都市締結を願うところでござい

ます。最後に、市長の思いを確かめて、私の一般

質問を終えたいと思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  大河ドラマの会でありますが、鷹山公ＮＨＫ大

河ドラマ化を進める会、こちらのほうは中川前市

長のときにスタートして、私もそれを引き継ぐ形

で、高鍋町、朝倉市、それぞれ２市１町の首長と、

あと議会の議長と、また民間の団体の方も一緒に

ＮＨＫの本部に行って幹部の方との面談という

のを私もやってまいりました。もちろん中川市長

もやられたわけでありますが、私もそれを引き継

いでいろいろお話をしてまいりました。そういう

ことも含めて、鷹山公の絆というものを感じなが

ら活動しているのは事実でございます。 

  また、米沢市においては、こちらの大河ドラマ
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の会は、たしか塩井の相田治孝さんが中心になっ

て会長をやられていて、北村先生であるとか、ま

た安部三十郎元市長も副会長で、そういう意味で

は中川前市長、安部三十郎元市長と、歴代市長が

関わってきた活動でございますので、私としても

しっかり引き継いでＮＨＫに呼びかけをしてい

きたいということでやらせていただいておりま

す。 

  そういう中で、遠藤議員御指摘のように、７月

には民間同士の盟約も結ばれるという話も聞い

ておりますし、徐々にそういう動きも広がってき

ているのかなと思っております。 

  ただ一方で、やはりこれは卵が先か鶏が先か、

私としては都市交流は大事だと、交流人口を拡大

するのに大事だと思っておりますが、市民目線で

見たときに、では福岡県朝倉市というのはどの辺

にあるのだろうと。米沢市民に、例えば10人に問

いかけたときに、ぱっと場所が分かるかと。分か

らなくても、秋月藩というのはどういう関係でと、

こう言える人が、すみません、私はこれに関わっ

てきましたから分かるわけですが、市民目線にな

ったときにどうかというと、まだまだそこはこれ

から必要な部分もあるだろうと思うわけであり

ます。 

  卵が先か鶏が先かの議論ではございますが、そ

ういう意味では恐らく市議会議員の皆様におか

れても、例えば朝倉市にどれだけ行かれた方がい

るかとか、それはいろんな努力があるわけですが、

そういうことも含めて、やはり市民目線で見たと

きにどうかということも考えなければいけませ

ん。 

  そういうことも含めて、歴史の絆を大事にしな

ければいけないし、その効果ということも大事で

あろうというのは十分認識をした上で、ですから

その意味では、市民の最もある意味では近い立場

にある議会において、先ほど私は少し言葉が過ぎ

たかもしれませんが、歴史的に姉妹都市なりは全

会一致で議決をいただいたというこれまでの経

緯があるものですから、やはりそれに近い形での

大多数の御同意ということが、やはり相手に対し

てもそれは礼儀であろうと思うわけであります。 

  林市長が、私も大変尊敬する立派な市長であり

ますが、そういう形で対外的に発信していること

は私も十分承知しておりますが、だからこそ、そ

れにきちんとお応えするためには、我々の米沢市

の機運といいましょうか、こういうこともやはり

大事なものであると認識しているところでござ

いまして、そういった環境づくりということが、

それは民間の皆様も含めて、行政もそうですが、

また議会も二元代表制の中で、交流するとなれば

一緒になって交流をしていただく、一翼を担って

いただくわけでありますから、そこも含めて、こ

の姉妹都市というのは兄弟でございます。兄弟と

いったら、これは親戚ではございません。より近

いわけでありますから、兄弟の契りを結ぶという

のは、やはりなかなかここは深い絆でなければ、

兄弟になるというのは、重たいものでもあると他

方で思うわけでありますので、そういう認識で本

件を取り組んでいかなければいけないと思って

いるところでございます。 

○島軒純一議長 以上で16番遠藤隆一議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 １時５５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ２時０７分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市における医師偏在と医療サービス

について外１点、２番佐野洋平議員。 

  〔２番佐野洋平議員登壇〕（拍手） 

○２番（佐野洋平議員） 皆さん、こんにちは。一

新会の佐野洋平です。 
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  まず、傍聴においでの市民の皆様、ありがとう

ございます。そして、ユーチューブ等ウェブで御

視聴の市民の皆様、ありがとうございます。 

  さて、今回私は一般質問に関しまして、人口減

少に関わる問題について、具体的に大きく２つ質

問をさせていただきたいと思います。 

  昨今、報道でもあったように、山形県の人口が

100万人を割ったという人口減少に関するニュー

スは、市民の大きな関心を呼んだということでご

ざいますが、このほか例えば米沢市、令和７年４

月の出生数ですけれども、14名という過去最低の、

月ベースでいうと一番少ない出生数になったと

いうことで、人口が減少する中で、新しい命がな

かなか増えていかない状況でございます。大変厳

しい状況なのだろうと思うわけです。 

  そんな中で、さらに米沢市内の病院数、開業医

数が年々減ってきている。厳しい状況が今、この

米沢市にございます。 

  そんな中で、今回大項目の一つとして、米沢市

における医師偏在と医療サービスについて、その

中で重点医師偏在対策支援区域の選定に関する

米沢市の対応と、またこれは今定例会で条例改正

案が上程されていますけれども、無痛分娩料の改

正に関して、米沢市の対応についてお伺いさせて

いただきたいと思います。 

  さらに、大項目の２つ目ですけれども、これは、

私は45歳になりましたけれども、やはり地域の子

育て世代のお父さん、お母さん、親御さん世代に

とって、今大きな関心事でございますのが、これ

も人口減少の中で、今現在進行形で米沢市も政策

を進めております部活動の地域移行。文科省は、

この地域移行という言葉を地域展開という形で

変えまして現在使っておりますけれども、部活動

の地域展開に関する市の取組についてお伺いさ

せていただきたいと思います。 

  部活動の地域展開に関する現状と課題、そして

部活動の地域展開に伴う経済的負担について。そ

して、経済的負担も大きなお声をいただくわけで

すが、さらに部活動が地域クラブや、あるいは民

間クラブに移行する中で、米沢市は空調設備、ク

ーラーの設備のある体育館や、あるいは市営体育

館はございませんから、どうしても域外に部活動

の場を求める、そういった状況がだんだん増えて

きているような中で、やはり米沢市にも冷房設備

の整った施設が必要なのではないかと。親御さん、

保護者のそういった負担を軽減する観点からも、

冷房設備の設置を急いでほしいというお声があ

ります。ぜひこの点に関しても、前回の３月定例

会で、我が一新会の齋藤千惠子議員がこの点につ

いて質問されましたけれども、重ねてこの点につ

いて、部活動の地域展開という視点からお答えい

ただきたいと思います。 

  人口減少は、米沢市が一丸となっても、これに

歯止めをかけるにはなかなか難しい課題だとい

うのは、我々は認識をしておりますけれども、や

はりそういった難しい状況、政策課題だからこそ

分析的な政策を重ねて、そして細かい政策を重ね

ながら、一個一個丁寧に対応する必要があるのだ

ろうと思います。 

  ぜひ本日のこの２つの大きな質問について、お

知らせいただきたいと思います。 

  演壇からは以上でございます。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、１、米沢市に

おける医師偏在と医療サービスについての（１）

と（２）のうち、無痛分娩料の改正による出生数

の影響や、その対策についてお答えいたします。 

  初めに、（１）重点医師偏在対策支援区域の選

定に関する本市の対応についてですが、重点医師

偏在対策支援区域の設定に関する現状について

は、全国的に医師偏在の問題が深刻化する中、国

は医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケ

ージを策定し、診療所の承継、開業支援に対する

経済的なインセンティブを令和７年度には先行

的に実施し、令和８年度からは本格実施される予
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定とされています。 

  この経済的なインセンティブについては、今後

も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医

師を確保できず、人口減少より医療機関の減少ス

ピードのほうが早い地域などを重点医師偏在対

策支援区域として設定した上で、この支援区域内

において承継または開業する診療所に対し、経済

的な支援を優先的、重点的に進める内容となって

おります。 

  本市を含む置賜地域は、厚生労働省が示す二次

医療圏単位での医師偏在指標においては、医師多

数でも少数でもない地域と設定されている状況

です。 

  一方、第８次山形県前期医師確保計画の中で、

米沢市を含む東南置賜地域を局所的に医師が少

ない医師少数スポットとして定めており、医師少

数区域と同様に、重点的な医師確保対策を取り扱

うことができるものとしています。 

  このことから、本市は、県が設定を進める重点

医師偏在対策支援区域に該当する要件を満たし

ているものと考えております。 

  本市の開業医の状況については、昨年12月に小

児科診療所が閉院、今年２月には窪田地区の内科

診療所が閉院するなど、令和元年以降、市内では

12の診療所が閉院した一方で、新たに開院したの

は４診療所にとどまっており、これにより市内の

診療所数は、ここ７年で８診療所減少し、令和７

年５月末現在で44診療所となっています。 

  さらに、本市の開業医の平均年齢は64歳で、60

代以上の医師が７割を超えるなど高齢化が進行

しており、地域医療提供体制の維持が喫緊の課題

であると認識しております。 

  こうした状況を踏まえ、本市では昨年度から、

米沢市診療所開設支援補助金による支援を開始

しており、これに国の経済的インセンティブによ

る支援が加わることで、本市の地域医療体制の確

保に大きく寄与するものと期待しております。 

  重点医師偏在対策支援区域への設定に向けての

市の対応については、当該パッケージが国、県と

医療機関等で実施される事業ではありますが、本

市に承継や開業を希望される医師の方々に当該

パッケージを活用いただくためにも、本市を重点

医師偏在対策支援区域に設定いただきたいとの

強い考えでおります。 

  このことから、現在本市では、重要事業要望書

に本件を盛り込み、県に対して米沢市が重点医師

偏在対策支援区域に設定されるよう働きかけを

行っているところです。 

  米沢市医師会においても、県会議員の方々と県

への要望書を出されたとお聞きしております。 

  関係機関が一丸となって医師確保に向けた働き

かけが必要と考えておりますので、市議会の議員

の方々におかれましても、ぜひお力添えいただけ

ればと強く願っております。 

  次に、（２）無痛分娩料改正に関する対応につ

いてお答えいたします。 

  本市における出生数は、10年前の平成27年度は

536人、５年前の令和２年度は450人、令和５年358

人、令和６年337人と、近年急激に減少している

状況にあり、少子化による地域社会の様々な影響

が懸念され、危機的な状況にあると捉えておりま

す。 

  このような中、このたび予定されている市立病

院の無痛分娩料の改正が本市の出生数にどのよ

うな影響があるかについては、まず本市在住の方

で、昨年度、市立病院で無痛分娩された件数が18

件であることは確認できましたが、他の医療機関

による無痛分娩件数が把握できていないことな

どから無痛分娩の全体件数が把握できていない

こと、また出生数減少には他の原因も考えられる

ことなどから、現段階では明確には分からないと

ころです。 

  第３期米沢市子ども・子育て支援事業計画を策

定する際に実施した米沢市子育て支援に関する

アンケート調査の中の就学前児童または小学生

が属する家庭を対象とした設問において、理想の
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子供の人数で一番多かったのは３人、持つつもり

の人数は２人と、理想と現実に差がある結果が出

ております。 

  持つつもりの子供の数が理想より少ない理由と

して、両者ともに、子育てや教育にお金がかかり

過ぎるからが最も多くなっております。このこと

から、子育て世帯に対する経済的支援は有効な対

策の一つであると考えております。 

  このほか無痛分娩の改正に対しての対応策を考

える上で注視すべきことがあると考えておりま

す。 

  １つ目は、無痛分娩は硬膜下麻酔などにより、

お産の痛みを緩和するため、妊婦にとって身体的、

精神的にリラックスしてお産ができたり、体力の

消耗が少なく産後の身体の回復が早いというメ

リットがあります。 

  一方で、麻酔の副作用や合併症が出る場合もあ

り、安全に実施するためには、緊急時や急変時の

対応に習熟した麻酔科医が麻酔を担当すること

が望ましく、実施できるのは限られた施設となっ

ており、市内には市立病院しかございません。 

  ２つ目は、無痛分娩は妊婦や御家族が選択する

出産方法の一つで、医療機関から十分な説明を受

け、メリット、デメリットを理解した上で自己決

定していただくものです。 

  ３つ目は、統計的に見ると、日本では令和５年

度、全国で13.8％の方が無痛分娩を受けており増

加傾向にあるとされていますが、本市における妊

婦がどの程度無痛分娩を希望しているのか、また

実際無痛分娩に至っているのかなど実態の把握

ができていないことなどが挙げられます。 

  以上の本市の状況を踏まえ、今後、赤ちゃん全

戸訪問などの機会を捉え、無痛分娩に関する実態

の把握に努め、費用助成については調査研究して

まいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、１の（２）

の無痛分娩料の改正に関する対応について、特に

料金の改正を行うこととした経緯について、お答

えいたします。 

  初めに、当院における無痛分娩の状況ですが、

無痛分娩を始めた令和２年度は、分娩数243件に

対し無痛分娩数は65件、分娩数に対する無痛分娩

の割合は26.7％でした。そのうち米沢市在住の方

は39件です。 

  直近の令和６年度は、分娩数233件に対し、無痛

分娩数は28件、分娩数に対する無痛分娩の割合は

12.0％でした。そのうち米沢市在住の方は18件で

す。 

  次に、料金の改定についてですが、このたび５

万円から10万円へ引き上げる背景としましては、

当院の無痛分娩に係る体制や費用について再検

証したところ、分娩に対する職員、とりわけ麻酔

科医は常駐することが求められ、分娩に関与する

時間が長時間にわたり、人件費がかかることや、

正常分娩では使用しない資機材等も多く使用し、

現行の料金では賄うことができないと判断した

ためです。 

  出生数の減少に対する対策は、市全体の取組の

中で検討することが必要であると考えており、こ

のたびの料金改定については、質の高い医療を継

続的に提供していくための経費相当の対価を頂

くことが必要であると考えているからでありま

す。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、２の部活動の地域展

開に関する市の取組についてお答えします。 

  まず、（１）部活動の地域展開に関する現状と

課題についてお答えいたします。 

  本市では、令和５年度より、部活動の地域移行

に関わる検討委員会を設置し、スポーツ文化芸術

活動を推進するために様々な視点から検討を進
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めてまいりました。 

  令和６年度には、スポーツ６種目、文化１種目

で、計10クラブにおいて実証事業を行い、225名

の生徒が参加しました。本事業を通じて、クラブ

運営に必要な経費の算出や、活動施設の改善が必

要な箇所の洗い出しを行い、円滑な地域移行を目

指して取り組んでおります。 

  令和７年度におきましては、前年度の成果と課

題を踏まえ、スポーツ12種目、文化１種目の実証

事業を予定しており、既に活動を始めているクラ

ブもあります。 

  また、中学校の部活動として設置されていない

種目も新たにクラブを立ち上げ、より多様な活動

の場を提供しています。 

  今後、令和８年９月より、中学生の休日の活動

は地域クラブへと移行することを目指しており、

円滑に地域展開できるよう環境整備を進めてお

ります。 

  現在、実証事業を行っているクラブは、各種連

盟・協会と連携を取りながら活動しており、多く

のクラブは地域展開に伴い新たに設置されたも

のです。加えて、スポーツ少年団が中学生を受け

入れるケースも見受けられます。 

  実証事業を進める中で、幾つかの重要な課題が

明らかとなりました。特に、クラブ運営に係る費

用の確保、活動場所の確保と整備の２点が今後の

課題であると認識しております。 

  まず、クラブ運営に係る費用としては、備品、

消耗品購入、指導者謝金が必要と考えられます。

指導者に関しては、従来の教員による指導から地

域指導者になり、今後安定して指導者を確保する

ためには適切な対価を支払う必要があると認識

しております。 

  次に、活動場所の確保と整備については、屋外

活動時のトイレの確保、ＡＥＤの設置、クーリン

グシェルターの確保が課題と考えられます。屋外

活動であっても、学校体育館施設を利用できるよ

うにすることで、安全で快適な活動環境がつくれ

ないか検証を進めているところです。 

  また、活動場所を確保しても、移動の問題があ

ります。基本的には学校施設を活動場所として活

用していく方針ですが、必ずしも学区内の学校で

活動を行うとは限りません。そのため、生徒の移

動の安全を確保するため対策を検討する必要が

あると考えております。 

  続いて、（２）部活動の地域展開に伴う経済的

負担等についてお答えします。 

  本市としては、中学生の地域での活動の場を単

なる競技力向上の場にとどめるのではなく、人格

形成を目的とした教育的意義を継承し、発展させ

るべきものと捉えております。 

  この理念に賛同いただけるクラブを米沢市スポ

ーツ挑戦文化創造クラブ、通称ヨネ愛（よねらぶ）

と位置づけ、教育委員会で承認し支援していきま

す。 

  現在、実証事業として活動しているクラブには、

次のような３つの支援を行っております。 

  １つ目は、学校部活動との道具の共用です。学

校の部活動と連携し、道具を共用することで、備

品や消耗品購入の負担が軽減できるようにして

います。 

  ２つ目は、活動場所の優先利用です。中学校の

施設を優先的に使用できるようにし、活動用具の

移動などがないように配慮しています。 

  ３つ目としては、財政支援です。実証事業によ

る県の委託金を活用して、米沢市とクラブで委託

契約を結び、活動費の一部を補助しています。 

  今後も、国や県への財政支援の要望を継続的に

行ってまいります。 

  また、本年度の夏をめどに、国が部活動の地域

展開に伴う受益者負担の水準を示す予定であり、

本市としてもこの指針を踏まえ、持続可能なクラ

ブ運営について検討を進めてまいります。 

  次に、（３）市が管理する体育館への冷房設備

の設置についてお答えします。 

  部活動の地域展開を推進していく中で、競技や
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練習の場として市が管理する体育館の整備は重

要であると認識しております。 

  特に、市営体育館や学校の体育館は、部活動に

おいての需要が高いものと考えております。 

  この市営体育館や学校の体育館における冷房設

備の設置に関しまして、現状と今後の方針につい

てお答えいたします。 

  初めに、市営体育館についてですが、武道場と

併設した施設で多種目のスポーツ等ができるこ

とから、毎年５万人以上の方が利用し、市民の皆

様からも親しんでいただいているスポーツ施設

となっています。 

  冷暖房設備の設置につきましては、市営体育館

内のアリーナや武道場内には、現在のところ冷暖

房設備は設置されていない状況です。その理由と

しましては、市営体育館や武道場は建設から50年

以上経過し、老朽化が進んでいることから、多額

の費用が発生することが予想される冷房設備の

設置よりも優先的に老朽化対策を行う必要があ

るものと考えているためであり、最近ではアリー

ナ床の修繕や照明設備等の修繕を行っていると

ころです。 

  なお、熱中症対策としまして、冷暖房設備のあ

る各諸室をクーリングゾーンとして開放し、御利

用いただいているところです。 

  次に、学校の体育館についてですが、部活動で

の使用はもとより、児童生徒の安全かつ快適な教

育環境の確保の観点からも対応は重要であると

考えております。とりわけ昨今の熱中症リスクを

踏まえた対応としましては、令和５年度に県の補

助金を活用して中学校の体育館にスポットクー

ラーを設置し、令和６年度には小学校にも市が単

独でスポットクーラーを設置していることから、

これらを有効に活用し、米沢市小中学校熱中症対

応ガイドラインの適用とともに熱中症対策を講

じているところです。 

  また、昨年、国においては、避難所となる全国

の学校体育館等への空調設備整備の加速化を図

るため、2035年時点での全国の設置率を95％にす

ることを目指して新たな交付金を創設しており、

本市としても学校の体育館への空調設備整備は

喫緊の課題であると捉えているところです。 

  しかしながら、現在の財政状況を考慮すれば、

市営体育館と同様に学校施設の老朽化対策を優

先的に進めていく必要があるものと考えていま

す。 

  以上のように、部活動の地域展開の推進をはじ

め、需要が高い市営体育館や学校の体育館への冷

房施設の設置につきましては、施設の老朽化対策

を考慮した場合、すぐに着手することは困難であ

ると考えているところですが、その重要性や必要

性は十分に認識しておりますので、今後全庁的な

協議を進めながら、本市としての方針を決定して

まいりたいと考えているところであります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  まず、順を追って一つ一つ質問させていただき

たいと思いますけれども、まず初めに米沢市の医

師偏在対策支援区域の選定に関してであります。 

  健康福祉部長御答弁のとおり、今回、米沢市は

重要事業要望を県に上げているわけです。また、

これは６月５日だったと思いますけれども、山形

県の担当課のほうに米沢市医師会、そして山形県

議、置賜選出の３人の議員と共に、米沢市を重点

医師偏在対策支援区域に、支援区域とこれから私、

言いますけれども、選定してほしいという強い要

望を県に求めてきたということを私もお聞きし

ました。 

  やはり昨今の米沢市の医師の減少状況、特に開

業医、そして先ほど健康福祉部長答弁にあったよ

うに高齢化をしているということで、今後も恐ら

くこの閉院問題は加速していくのだろうという

わけです。 

  さらに、去年から財政支援を伴う米沢市の医師
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の開業支援を始めたわけですが、大変よいことだ

し、ぜひ前に進めてほしいと思っておりますが、

なかなかこちらについて前に進んでいないとい

う状況なわけです。 

  やはり今回、重点医師偏在対策に関しては、支

援区域に指定をしてもらうと。そして、先ほど山

口部長おっしゃったように、米沢市は実質的には

医師が少数の区域だという評価ができるのだと

思いますが、現在県の基準では、多くも少なくも

ない地域ともなっておりますから、ここをぜひし

っかり米沢市の状況を県に訴え、かつ７月の協議

会があると思いますので、その際までにしっかり

米沢市の窮状を訴えいただきたいと思うのです。 

  担当の事務方のほうで、そういった要望を上げ

ながら、ぜひこれは近藤市長にお願いをさせてい

ただきたいのですが、やはりここは一つ政治的な

力も必要なのかなと思っております。首長として、

もう一押し、最後に７月に向けて、米沢市のこの

状況を県のほうにぜひ直接御要望いただけない

かとは考えておりますが、その点どのようにお考

えかお聞かせいただければと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  私、市長に就任をして以来、この医師不足問題

は極めて深刻だと受け止めて、この件については

市長トップが動く課題であるという認識で取り

組んできたところでございます。 

  佐野議員御指摘のとおり、開業医の話もありま

すし、また私の就任直後はやはり市立病院の循環

器内科を含めた医師の不足ということもござい

ました。そして、開業医不足ということもあり、

議員からも御紹介いただきました開業支援1,000

万円というのを初めて導入させていただいたと。

残念ながらまだ実行には至っておりませんが、こ

ちらのほうも県に対して、ぜひ県もお金を出して

ほしいということを再三にわたり市長会等で発

言をしているところでございます。 

  御指摘のとおり開業医の高齢問題、もうこれは

かなり深刻であります。具体的にどの病院がとい

うことはこの場ではばからせていただきますけ

れども、あと５年たつと風景が変わるのではない

かという危機感を、３年で変わるのではないかと

いう危機感を持っておるわけでありますし、安

全・安心な米沢にとっての要であります。 

  吉村知事はじめとする山形県の幹部とは、様々

な場で私自身もお会いする機会が公務、政務、両

方でございますし、重点医師偏在対策支援区域問

題についても、水面下で折に触れて要望している

ところでございます。 

  県のこの問題の事務方のトップは健康福祉部長

ということでありますが、酒井雅彦健康福祉部長

は、あまり言うとあれですけれども、40年来の旧

知の友人でありますし、実は御本人も米沢市役所

のほうに少し聞きたいという話もありましたが、

いろんな向こうの事情でリスケになりましたが、

最近でも様々電話で話をしたり、また近々お会い

する予定になっております。 

  あまり詳細をつまびらかにはできませんが、本

件、やはり県会議員の先生方とも密に連携を取り

ながら、県幹部にもしっかり米沢市の状況をお伝

えし、それだけではなくて、市立病院、三友堂病

院も含めた病院全体の米沢市の医療について、県

と一体になって解決をしていくという体制を取

らなければいけないと思っているところであり

ますので、佐野議員はじめ市議会議員の先生方に

おかれましても、ぜひお力添えをいただきたいと

思います。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） 市長ありがとうございま

す。 

  本当にこれは議会、そして米沢市当局、米沢市

医師会、市民の皆さん含め、今回の支援区域にな

るかならないか、今、近藤市長おっしゃったよう

に、３年後の風景が、医療環境が変わるかもしれ

ません。そういったことにならないように全力を
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尽くしていくということであろうと思いますの

で、ぜひここはしっかり御尽力をいただきたいと

思うわけです。よろしくお願い申し上げます。 

  そして、２問目でございますが、無痛分娩の分

娩料の改正でございます。 

  こちらは、今回値上げをする条例が６月定例会

に出ているわけです。金額にすると５万円を10万

円にするというわけです。 

  先ほど病院事業管理者の渡邊先生がおっしゃっ

たような値上げ理由があるわけですけれども、維

持費用が上がるということと同時に、やはり無痛

分娩に関しては令和６年に28件あったわけです。

数にすると、そんなに多い数ではありません。 

  そして、５万円ですから、仮に30件あったとす

れば150万円ぐらいの予算措置になるわけです。

やはり母になるなら米沢市というスローガンの

下に、具体的な政策、学校給食の無償化、学童の

無償化、これから向かっていると。また、おいし

い給食等、今掲げておやりになっているわけです

けれども、先ほど山口部長の答弁の中にもありま

したように、選択的な自己決定を妊婦さん、そし

て、御家族でされて、そして御自身で無痛分娩を

お選びになるというのはいいのだと思います。 

  そういう意味でも、これはぜひ政策的な観点か

ら、少子化、これは直接、無痛分娩が値上がらな

いから子供を産みますとか、そういう話ではあり

ませんけれども、大きな視座からは、やはり20代

前半ぐらいのこれからお子さんが生まれる御夫

婦に少し聞きました。やはり今一時金が50万円出

るわけです。そうすると、大体出産費用の持ち出

しというのが５万円から15万円ぐらいかかるの

だそうです。その中でさらに５万円増えるのは、

やはり苦しいなと。ここを何とか米沢市にフォロ

ー、補助していただけないかなと、それだったら

うれしいなと、そういう言葉があるわけです。 

  ぜひこういう観点から、先ほど調査研究をされ

るという御回答でしたけれども、調査研究されず

とも英断いただけないかと思うわけです。 

  現在、米沢市立病院の無痛分娩料金は、条例で

決まっておりますから、今回改正のための上程が

なされるわけですが、ただ先ほどおっしゃったよ

うに、麻酔科医がいないとこれはできないのです。

なので、私の同年代の方にも聞いてみました。希

望はしていたのだけれども、やはり時間外診療時

間だと麻酔科医がいらっしゃらないから、無痛分

娩を希望していたのだけれどもできませんでし

たと。今、料金表はあるけれども、市立病院もや

る体制は基本的にはあるけれども、時間外にはお

医者様がいない、麻酔科医がいないからできない、

そういう状況なのです。 

  なので、この現状は、先ほど近藤市長おっしゃ

ったように、何とか医師不足解消に向けて全力を

尽くしていただきたいところですけれども、現状

で何とか無痛分娩料に関しては、何がしかの迅速

な対応ができないだろうかと思うわけですが、こ

の点いかがお考えでしょうか。 

  山口部長、もしお考えがあれば、先ほどいただ

きましたが、重ねてお願い申し上げたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほど壇上でも申し上

げましたけれども、やはり無痛分娩を希望される

方が、結構年々全国的には増えている状況もござ

います。それに十分に対応できる医師というのも、

それに比例して必要になってくるものとも考え

ております。 

  また、米沢市においては市立病院しかないこと、

また市内にはほかに産科の先生、医療機関が２か

所あるということなど、様々なことを総合的に考

える必要があるというところは課題として持っ

ております。 

  またあわせて、本市で出産される場合は、無痛

分娩される場合は市立病院に特定されますが、先

ほども申し上げたように、今回令和６年度は28件

のうち18件が米沢市に在住の方ということにな

っております。里帰りで出産される方など、他市
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町村で出産される方の人数把握などはまだ進め

られていないという状況でもありますので、その

状況も確認させていただきながら、考えさせてい

ただければと思っております。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） ぜひ考えさせていただき

たいところを、早くやってほしいわけです。 

  そして、無痛分娩費用を無償化してくださいと

お願いしているわけではなくて、値上げ分を何と

かなりませんかとお願いをしているのです。令和

７年４月の出生数を見れば、米沢市の母になるな

ら米沢市というスローガンの下に送るべきメッ

セージは、そんなに難しくないわけです。ここは

しっかり米沢市で安心して出産ができるように、

経済的なバックアップもしていただけないかと

いう思いがあるわけです。 

  これは市長、どのようにお考えなのか、山口部

長のお答えもありましたけれども、トップとして

どういった御所見なのか、お伺いできるでしょう

か。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 少子化、出生数の激減をどのよう

に受け止めているかという御質問かと思います

が、議員御指摘のとおり、米沢市は大体この10年

間で人口が１万100名程度減っているわけです。

これは率にして約12％人口が減っているわけで

ありますが、１万人強というと大体東部地区が全

部まるっとなくなったという数字になるわけで

ありますが、12％です。 

  それで、10年間で12％人口が減っていますけれ

ども、出生数は３割以上減っているということで

あります。もっと言うと、婚姻数は４割ぐらい減

っていますので、もっとそちらのほうが深刻なの

ですが、いずれにしろ急激に子供が減っていると

いうのは御指摘のとおりであります。 

  そういう中で、私どもとしては、まさに母なる

なら米沢市と、子育て教育環境を引き上げようと

いうことで政策を講じてまいりました。 

  医療分野で申し上げますと、議員も御存じのと

おり、小児科が大変少なくなっておりますので、

米沢市のお母さん方は、かなりの数は川西町に行

くという状況も最近見られます。ということもあ

り、まさに山口部長の発案もあり、私も最終的に

政治判断で、市立病院の加算7,000円を取らない

という決断をさせていただきました。これはやは

り、市立病院が子供たちの病院であるということ。

これは市立病院の根本を変える、ある意味で考え

方を変えることになるのですが、緊急事態である

と。小児科は取らないということで、大きな判断

をさせていただきました。かなり利用していただ

けるということであります。そういう意味では、

実態に即して、ニーズが高いと、もう小児科にな

かなか通えないというニーズに合わせて、そうい

う判断もやらせていただきました。 

  御指摘の無痛分娩でありますが、実態的にどう

なのだということを今まさに、やりたくても麻酔

医がいないという状況も現実としてあるわけで

ございまして、麻酔医がいないことは褒められた

ことではございませんが、現実としていないとい

うこともあるので、首都圏なりほかの地域と比べ

てどうかということで、今回の判断をさせていた

だいたということであります。 

  まずはこういう形でさせていただいて、佐野議

員の御指摘も十分理解できますので、状況に合わ

せて適時適切な必要な措置を取ってまいりたい

と、市全体として子供への医療をできる限り充実

させていきたいと。そして、市立病院をフルに使

っていくという方針は打ち立てているところで

ございます。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  今おっしゃったような趣旨に沿えば、政治判断

という話も出てきましたけれども、無痛分娩料に

関しては値上げは踏みとどまるような、そういっ

たお考えが整合的だと思うわけです。ぜひこれは

御検討いただいて、前向きな御判断をしていただ
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ければ、母になるなら米沢市に一歩近づくのでは

ないかと。子育てをされる、これから出産をされ

る、数少ない米沢市の出産をされる御夫婦にとっ

て、こんなにうれしいことはないのではないかと

思うわけです。ぜひ御英断をいただきたいと思い

ます。 

  続いて、部活動の地域展開であります。 

  先ほど教育長のほうから、現状と課題に関して、

クラブの運用費と活動場所、この２つを確保する

必要性があるという御答弁でありました。これは

全く私のほうに、今部活動をなされている親御さ

んたち、そして指導されている指導者の方、そう

いった方々から直接お声をいただき、また私も今

回の一般質問をするに当たってヒアリングをさ

せていただきましたけれども、同じ課題感を持っ

ております。 

  ぜひこの点、現在国のほうも、この地域移行に

関する地域クラブの経済的負担をどうしていく

のか検討に入っておりますが、これは具体的に米

沢市として、特に少しこれを整理させていただき

たいのですが、部活動から地域クラブ、先ほどヨ

ネ愛とおっしゃったその団体、正確には米沢市ス

ポーツ挑戦文化創造クラブというわけでござい

ますけれども、こちらがあって、あとこれを地域

クラブと今日は呼びます。 

  そのほかに民間クラブもあるわけです。先ほど

答弁の中で、スポーツ少年団も、これはヨネ愛、

地域クラブではなくて、スポーツ少年団としての

性質を有するものがあったり、これは競技団体や

競技によってかなり様々です。私も今回勉強させ

ていただいて、こんなにも複雑なものなのかとい

う理解を示したところです。 

  一つお聞きしたいのですけれども、米沢市教育

委員会として、この部活動の地域展開に関して、

いわゆるヨネ愛、地域クラブのほかに、民間クラ

ブに対する今の課題は共有するものなのか。つま

り費用負担と活動場所、この確保には民間クラブ

も含めて検討に入っているのかどうか、これを少

し確認させてください。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  現在のところ民間クラブも含めての支援につい

ては、まだ踏み込めていないと捉えております。 

  まずは、先ほど議員のほうからもありましたけ

れども、ヨネ愛、地域総合スポーツクラブという

ところを設立し、軌道に乗せるといったところに

ついて、今注力をしているところであります。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） 今御答弁があったように、

この議場でお聞きになっている傍聴の方もそう

ですし、米沢市民の皆さんにもやはりここはしっ

かり理解していただきたいところがあって、現在

米沢市は地域クラブに対する今対応をしている

わけです。民間クラブに関しては、まだそこまで

至っていないわけです。 

  ただ、これは山口部長も十分御理解をされてい

ると思います。私が中学校３年生のときのサッカ

ー部、一中でしたが、そのときの六中のサッカー

部の顧問の先生でいらしたから、当時の部活動の

状況と、あれから変わった部活動の状況が、社会

背景も変わり、教育環境も変わりながら、全く違

う状況に置かれているというのはありつつ、ただ

し要するに社会的な変化、変数はあったにせよ、

スポーツ自体は、子供たちがスポーツに関わる部

分において、スポーツのすばらしさ、そういった

部分については普遍的な価値があるわけです。 

  僕も正直、中学校においては部活をやっていな

かったら今の自分はないのではないかと思うぐ

らい教育的な御指導をいただき、忍耐力をつけて

いただいて、いろんなものに耐えながら、そして

何とか六中に勝って優勝したわけですが、それは

いいのですけれども、そういう部活のすばらしさ

を十分僕も理解しているつもりです。 

  そこで、生徒目線に立っていただく場合に、民

間クラブを選んでいる生徒だって、やはり地域ク

ラブを選ぶ生徒においても、経済的負担はそれ相
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応同じくあるわけです。ここでやはり民間クラブ

に対して、配慮が及んでいない、あるいはまだ対

応ができていないというのは、あまりにも消極的

なのではないかと思うわけです。 

  各スポーツの種目によって大分状況が違います

から、これは一緒くたに語ることはできませんが、

ただ一般論として、総論としては、民間クラブへ

の経済的負担への対応と、活動場所の対応も、こ

れはしっかりおやりになるべきではないでしょ

うか。教育委員会として、今後どのように受け止

め考えていくのか、御所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  先ほども申しましたけれども、現在の段階で、

やはり地域展開の受皿になる、そういったクラブ

を設立することが、まずは最優先の課題でありま

して、民間のスポーツ少年団、クラブのところま

での支援というのがなかなか考えられない状況

であります。 

  地域展開の受皿となるクラブも、財政支援等に

ついては、全国の校長会、教育長会、市長会のほ

うからも国に要望しているところでありますし、

本市としましても県の重要事業要望のほうに財

政支援措置ということで要望を始めているとこ

ろです。ただ、その財源自体がまだ見通せない、

明確でない以上、なかなか広げてというふうなと

ころまでお答えすることができない状況にござ

いますので、御理解いただければと思います。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） お答えできない状況は、

今おっしゃったような制度的背景があるという

ことは理解をしました。 

  ただ、地域クラブとして受皿をつくる設立に今

注力をしているというわけですが、民間クラブは、

例えば私はサッカーの話をしていますから、サッ

カーの話をしましょう。民間クラブは既にもうこ

の歴史的な中で受皿になってきたわけです。中学

校の部活動で抱え切れなくなった、例えば人数不

足だったり、そういった中で積極的に民間クラブ

に移行して、中学生が民間クラブで一生懸命サッ

カーをした、そのようなもう既に受皿機能がある

状況なわけです。 

  要するに、何を申し上げたいかと申し上げます

と、我々の時代とは違って、我々の時代に中学校

で担っていただいた、そしてコストとあえて申し

上げますが、中学校が社会的コストを払って、教

育的なコストも含めて払って、中学校の部活を維

持してきたような内容を、民間クラブはもう既に

お引き受けになっているわけです。 

  さらに言うと、地域クラブは基本的な原則とし

て、平日は部活動をやって、土日は地域クラブに

移行していくという流れの中で、民間クラブの中

でも土日に活動をしていて、要するに私が今回ヒ

アリングした中で、地域クラブとして実質的に活

動内容は同じような団体もあるようです。そうす

ると、やはり実態的に地域クラブと同じような理

念を持って、そして民間クラブとしておやりにな

っている団体ももう既にあるわけです。サッカー

のような。教育長、サッカーにお詳しいでしょう

から、そういったことも十分御理解されているわ

けですけれども、そういった中で、全体を把握し

て、現実に対してどういった教育的なフォローを

していくか。これは、お答えになれない状況があ

るので御理解くださいというのは、これはいいの

ですが、現状として全体の把握はしていらっしゃ

るのですか。どこまで米沢市の各スポーツの部活

からの地域展開、これは民間クラブも含めて現状

把握に米沢市は努めているのか、この点どこまで

進んでいるのでしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 今回、地域展開の受皿を

設立する上で、スポーツ団体、連盟協会、あと文

化芸術団体、様々そういった活動団体のほうにお

願いをして、それぞれの連盟、協会の傘下にある

様々なクラブといったところもお願いをしてい
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るところです。 

  ですので、全く現在既存のスポーツ少年団やク

ラブのほうが、ヨネ愛になれないかというと、そ

うではなくて、こちらのほうでお示ししている要

件に当てはまるものであれば認めていくという

ことについては考えているところです。 

  ただ、全てのスポーツ少年団、全てのクラブが

それに該当するかどうかということと、その指導

者ですとか団体の責任者の方々がそれを望むの

かどうかというところについては、また別の話か

と思いますので、そういったところを勘案してい

く必要があると考えております。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） ぜひ子供視点に立った大

局的な観点で、総合的な観点で、ぜひこの話を丁

寧に進めていっていただきたいと思います。 

  今回私の質問は、これ頭出しですので、しっか

り私も現状調査しながら、ぜひいろんな御意見を

いただきながら、この問題について向き合ってい

きたいと思います。 

  そして、最後になりますけれども、先ほど老朽

化のほうが優先度は高いので、米沢市内にある体

育館や市営体育館、小中学校、中学校体育館に関

しては、冷房設備が難しいと。もちろんその必要

性は十分御理解してのお話で、難しいとおっしゃ

るわけですけれども、これは老朽化だけの問題で

はなくて、やはり本当に冷房設備がないことによ

って、地域クラブの展開によって、保護者の、そ

して子供たちの負担が大きくなっている。 

  先日も、米沢市の中学校での熱中症の報道があ

りましたけれども、やはりこれは一歩前に進めて

予算措置する必要があると思いますが、これはど

のようにお急ぎになるのか、これはお急ぎいただ

けないのか、御見解をいただきたいのですが、こ

れはどのようにお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

○佐藤 哲教育長 今までのお話のとおり、子供を

育てるなら米沢ということで、少子化対策ではあ

りませんけれども、子供たち、そして大人の方も

含めてスポーツ環境の整備充実は本当に大事だ

と思っているところであります。 

  学校施設につきましては、正直老朽化が進んで

いて、まず直すところが先ということで、なかな

か追いついていないところでありますけれども、

先ほど申しましたとおり、国のほうで2035年まで

に95％という空調設備整備臨時特例交付金とい

う制度をつくりました。それを受けまして、私も

県の会議だとか、東北の会議に行きますと、大体

そういう話題になりますので、これからどういう

やり方がいいのか、そしてより経済的負担が少な

く効率のいいような、そういった方法を研究して、

何とか前に進めたいという思いでおります。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） クーラーのない米沢市に

ならないように、ぜひしっかりやっていただきた

いと思いますし、これは教育委員会だけの問題で

はないと思います。やはりこれは市長はじめ、政

策として、地域移行の部活の問題もそうです。老

朽化の問題もそうですから、やはり総合的な政策

として受け止めていただいて、一刻も早くこの空

調設備の問題を解決していただきたいと思いま

す。この点、市長、端的にお願いしたいのですが、

空調設備をつけていただけますでしょうか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 空調設備が重要だということは、

私もかねてから申し上げてまいりました。という

こともあったので、就任直後に全ての小中学校に、

まずはできることからやろうということで、スポ

ットクーラーはどうだろうかというお話を教育

委員会に御相談し、教育委員会において御決定を

いただいたとこういうことであります。 

  これでいいとは全く申し上げません。しかし、

熱中症の対策として、できることから始めようと

いうことで、スポットクーラーを県内先駆けて入

れさせていただいております。 

  また、熱中症対策の様々な機器も、教育委員会
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主導で導入をしていただいているところであり

ます。 

  冷暖房設備の交付金の話でございますが、文科

省は確かに創設をいたしました。ただ、実態には、

全国市長会等に行きますと、なかなか採択をされ

ないと、今大混乱です、率直に言って。予算が足

りないのです。なので、制度はできたけれども、

なかなか大混乱しているというのも、実は行政の

現実でございます。 

  そういうことも含めて、国の予算の状況も踏ま

えながら適時適切に対策を取っていきたいと考

えます。 

○島軒純一議長 佐野洋平議員。 

○２番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  行政大混乱しているそうですけれども、ぜひし

っかり一歩一歩進んでいって、いち早く、一刻も

早く、米沢市の市営体育館と、そして教育の中学

校の体育館に冷房設備を入れていただけるよう

お願い申し上げまして、私の一般質問を閉じさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で２番佐野洋平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時０６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時１７分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、上杉神社エリアの施設や環境整備の状況

は外１点、14番島貫宏幸議員。 

  〔１４番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○１４番（島貫宏幸議員） 皆様、こんにちは。至

誠会の島貫宏幸です。 

  先月、５月29日だったのですけれども、今月、

中体連が開催される前に、米沢市の総合運動公園

のエリアをきれいにしようということで、市内の

事業所様の御協力をいただきながら、植樹ますと

歩道の清掃、除草作業を行いました。中体連で多

くの中学生、そして保護者、関係者の皆さんが、

あの辺には多数お越しになるわけでありますけ

れども、みくさいところ見せたくないという思い

で始めたところです。今年に入って３年目迎える

ことになりました。おかげさまで、大分限られた

時間ではありましたけれども、きれいに清掃でき

たのかなと思っております。この場をお借りして、

作業に当たっていただいた事業者様、そして担当

課、環境課の皆さん、そして置賜総合支庁の担当

課にはごみの収集などをしていただきました。併

せて御礼申し上げたいと思います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  大項目１つ目、上杉神社エリアの施設や環境整

備の状況についてお伺いいたします。 

  米沢藩の家祖上杉謙信公を祭神とする上杉神社

は、明治９年に米沢城本丸跡に社殿が建てられま

したが、大正８年の米沢大火で社殿などが焼け落

ちてしまいました。社殿の再建は翌大正９年から

始まり、大正12年に完成しました。再建資金は、

皇室をはじめ、国庫や地元の寄附金が充てられ、

灯籠や樹木の寄進があったとされています。 

  設計は、平安神宮や明治神宮などの設計を手が

け、寺社仏閣の設計では当時の第一人者であり、

後に米沢市名誉市民第１号となった伊東忠太氏

によるもので、ヒノキ造りの本殿や拝殿は、その

優雅なたたずまいから、歴史的な背景も相まって、

近くの松岬神社と共に米沢市を代表する名所の

一つとなっております。訪れる人たちを今なお魅

了し続けていると思っているところであります。 

  しかしながら、近隣エリアの米沢市上杉記念館

北側の板塀が令和５年２月に倒壊。さらには、昨

年12月には上杉神社のお堀に架けられている菱

門橋が崩落し、現在も通行ができない状況であり、

それぞれ早期の復旧を求める市民の声が今なお

多く寄せられているところであります。 
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  そこでお伺いいたします。 

  上杉記念館の板塀と菱門橋の復旧の見通しにつ

いて、お知らせいただきたいと思います。 

  次に、旧ＮＨＫラジオ中継所の解体見通しと解

体後の跡地利用をどう考えているかについてお

伺いします。 

  旧ＮＨＫラジオ中継所は、米沢城二の丸跡に建

設され、敷地は昭和27年から市が無償貸与してい

ます。観光拠点の上杉文化エリアに隣接している

ことから、平成24年に地元関係者らが移転を求め

る要望書を市に提出されております。 

  令和３年には、国会での質疑がきっかけとなり、

移転の見通しが示され、昨年８月に直江石堤グラ

ウンドの隣に新しい中継所が完成しております。 

  そこでお聞きしますが、旧ＮＨＫラジオ中継所

の解体見通しと解体後の跡地利用について、どの

ように考えているのかお聞きします。 

  上杉神社周辺には、本市の中心的な観光に関わ

る施設が多く、年間を通じて県内外から多くの

方々が訪れます。 

  しかし、境内や周辺にはタンポポや雑草、内堀

の西側のり面にはつる草や雑木が目立ち、観光資

源の観点で見れば、その価値を下げているのでは

ないでしょうか。 

  さきに述べたように、大火以後の社殿再建資金

は、皇室からの浄財を拝領していることを考えれ

ば、社殿のみならず周辺の施設や施設内の適切な

管理の徹底は不可欠だと思います。その点につい

てどのように考えているのか。 

  また、現在の環境整備における管理体制や取組

状況など、美化活動についての考え方も併せてお

聞きします。 

  次に、大項目の２つ目、小学校における水泳授

業の状況と課題についてお伺いします。 

  ６月に入り、プール開きを控え、準備が進んで

いると思いますが、既に老朽化でプールが利用で

きない小学校があるなど各施設の老朽化が心配

されているところです。 

  そこで、今シーズンの小学校プール及び市営プ

ールの施設はどのような状態になっているのか、

お知らせいただきたいと思います。 

  水泳授業では、事故を未然に防ぐために細心の

注意を払うなど、指導監督を担う担任の負担が大

変心配されるところであります。 

  また、市営プールでの指導では、水深が深いと

ころもあり、昨年お聞きした話では、児童が足を

つける台を沈めるために、授業の前と後の段取り

が大変との声を伺いました。 

  こうした現状も含め、水泳授業の指導における

課題をどのように捉えているのか、お伺いします。 

  既に一部の小学校では民間の水泳施設を利用し

て水泳授業を実施しているとお聞きしておりま

すが、指導における負担軽減と水泳スキルを高め

るためにも、民間の水泳施設で専門の指導を受け

る機会を増やすべきだと私は思っているところ

です。 

  民間の水泳施設をもっと活用できないかについ

て、本市の考えを最後にお聞きし、演壇からの質

問といたします。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

  〔石川隆志建設部長登壇〕 

○石川隆志建設部長 私からは、島貫議員から御質

問の中の大項目１、上杉神社エリアの施設や環境

整備の状況はのうち、米沢市上杉記念館の黒板塀

と菱門橋の復旧の見通しはどうなっているのか、

及び上杉神社の境内や周辺の美化活動を推進す

べきでないかについてお答えいたします。 

  初めに、米沢市上杉記念館の黒板塀と菱門橋の

復旧の見通しはどうなっているかのうち、上杉記

念館の黒板塀の具体的な復旧見通しですが、昨年

度に設計業務を完了しておりまして、現在工事の

発注に向けた準備を進めているところです。６月

中に入札を行った後、工事に取りかかりまして、

本年11月中には完成する予定となっております。 

  なお、新たに整備する塀については、強度など、

十分な安全性を確保するとともに、上杉記念館及



- 81 - 

び周辺の景観と調和しつつ、上杉神社エリアの魅

力ある景観を創出するものとして整備してまい

ります。 

  続いて、菱門橋についてですが、令和６年12月

21日に損壊して以降、立入禁止措置を実施してい

る状況となっており、これまで損壊原因の検証や

復旧方針等についての一次調査や、観光団体など

と協議を積み重ねてきたところで、今後の復旧に

向けた具体的なスケジュールについては、令和８

年度より国の補助金を活用しながら測量・調査、

詳細設計を実施していく考えを持っており、現在、

国や県との調整を進めているところです。その後、

復旧工事への実施へと進んでいくことになりま

すが、埋蔵文化財の調査も必要となるため、完成

までには相当の時間を要すると見込んでおりま

す。 

  続いて、上杉神社の境内や周辺の美化活動を推

進すべきではないかのうち、上杉神社の境内や周

辺に雑草が繁茂し、観光資源としての価値を下げ

ているが、市としてどのように捉えているかにつ

いてですが、御指摘ありました雑草、雑木の繁茂

や落ち葉が堆積している状況につきましては、市

でも認識しており、これまでも維持管理業務の中

で清掃等を行っておりますが、歴史・文化的景観

エリアであり、観光資源としても重要な施設でも

ありますので、管理者である上杉神社とも協議し

ながら、清掃頻度を増やすなどの適切な環境整備

を行ってまいります。 

  次に、上杉神社の境内や松が岬公園周辺の環境

整備についてどのような維持管理を行っている

かについてですが、松が岬公園の敷地はお堀を含

めて国有地となっておりますが、管理については

エリアを区分けし、上杉神社本殿周辺を上杉神社

が、それ以外を米沢市で管理しているところで、

市が行っている維持管理は、主な作業内容といた

しましては、定期的な清掃や草刈り、樹木の巡視

のほか、安全上問題がある樹木を発見した場合は、

状況に応じて剪定や伐採を行っているところで

す。 

  最後に、上杉神社の境内や松が岬公園周辺の美

化活動の推進についてどのように考えているの

かについてですが、美化活動につきましては、市

が実施する維持管理のほか、団体や市民の有志に

よるボランティア活動により実施されていると

ころで、令和７年度は３団体が清掃や草刈り、剪

定等の美化活動に取り組んでおります。 

  活動団体に対しましては、今後も継続して美化

活動を推進していただけるよう、市ではごみ袋の

提供やごみの回収などの連携のほか、お礼状の送

付などを行っているところですが、今後は多くの

方々が美化活動に取り組んでいただけるよう、活

動の様子などをＳＮＳ等で取り上げ広くＰＲす

るなど、美化活動の推進については検討してまい

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私からは、大項目１の

（２）旧ＮＨＫラジオ中継所の解体の見通しと、

解体後の跡地利用をどう考えているかについて

お答えいたします。 

  旧ＮＨＫラジオ中継放送所の解体につきまして

は、令和６年度に鉄塔部の撤去が完了しており、

今年度は建物及び外構の解体工事が実施される

予定です。 

  具体的なスケジュールといたしましては、６月

末に解体工事の入札を行い、年内に工事が完了し、

年度内にはその跡地が本市に返還される予定で

あると聞いております。 

  次に、解体後の跡地利用につきまして、本市と

しましては、上杉伯爵邸の庭園とつながる憩いの

広場として整備していきたいと考えております。

具体的に現在の整備イメージを申し上げますと、

上杉伯爵邸と旧ＮＨＫラジオ中継放送所間の高

木を撤去し、暗い雰囲気を解消するとともに、広

範囲で芝を張り、日が当たる開放的な空間を創出
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したいと考えております。 

  スケジュールといたしましては、跡地返還後と

なる令和８年度に測量、設計を行い、令和９年度

に整備を進める方向で検討をしております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、２の小学校における

水泳授業の状況と課題はについてお答えします。 

  初めに、（１）小学校プール及び市営プールの

施設はどのような状態になっているのかについ

てお答えします。 

  市内小学校プールは現在14施設あり、昭和39年

から昭和63年に建設されたものが11校、平成元年

から平成８年に建設されたものが３校となって

おります。 

  そのうち広幡小学校と六郷小学校については、

循環ろ過装置等の故障により、それぞれ令和４年

度と令和５年度から使用を中止しており、市営プ

ールや民間の水泳施設を利用し、授業を実施して

いるところです。 

  また、そのほかの学校においても、整備・改修

から20年を経過する施設が８校、30年を経過する

施設が４校となっており、施設や循環ろ過装置等、

給排水設備の老朽化が進行している状況にあり

ます。 

  現在は学校と連携して細やかな日常点検を行っ

ており、プール使用に支障を来す不具合について

は随時修繕を行い、維持管理に努めております。 

  次に、米沢総合公園内にある市営プールについ

ては、平成４年のべにばな国体に合わせて平成２

年に建設された施設であり、50メートルプール、

25メートルプール、幼児用プール、飛び込みプー

ルの４種類のプールがある施設であります。 

  利用日につきましては、毎年６月20日から８月

31日までの約70日間となっております。利用人数

につきましては、毎年１万人ほどの利用があり、

市民に親しんでいただいている市営プールであ

ると認識しております。 

  しかし、現在では建設から35年経過しているた

め、プール循環ろ過装置等の給排水設備やプール

の水槽等を修繕しながら市営プールの維持管理

を行っているところです。 

  次に、（２）水泳授業の指導における課題をど

う捉えているのかについてお答えします。 

  水泳授業の指導では、児童の安全を最優先に考

え、事故の未然防止に努めております。具体的に

は、全ての小学校に会計年度任用職員のプール監

視補助員を配置し、プールの安全管理体制の強化

を図っております。これらの補助員は、児童が安

全に水泳授業を受けられるよう、主にプールサイ

ドで水質管理、監視、援助を行い、指導者と連携

して事故防止に努めております。 

  プールが使用できない学校においては、市営プ

ールや民間の水泳施設を利用しておりますが、そ

の際においても安全確保のための工夫を重ねて

おります。 

  市営プールは低学年にとって水深が深いため、

教員が水深調整台をプールに設置し、安全な環境

づくりを行ってきましたが、この作業には一定の

負担が伴います。そこで、プールが使用できない

学校の低学年指導は、民間水泳施設へ委託するこ

とで、環境づくりの負担軽減と安全性向上を図っ

ております。 

  次に、（３）民間の水泳施設をもっと活用でき

ないかについてお答えします。 

  民間の水泳施設の活用は、令和６年度から取り

組み始めました。実施しているのは、自校のプー

ルが使用できない広幡小学校と六郷小学校の

１・２年生、合計26名及びこれらの学校と統合を

控えている塩井小学校の１・２年生、合計24名で

す。昨年度は１回から２回の民間水泳施設での授

業と、市営プールや自校プールでの授業の組合せ

でしたが、今年度は水泳授業全８回を民間水泳施

設に委託し、民間業者による専門的な指導と教員

のサポートによって授業を進めてまいります。 
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  今後につきましては、民間水泳施設で授業を実

施した学校、民間水泳施設、市営プール等へのヒ

アリングを行い、児童・教員にとって安全でかつ

質の高い水泳授業の在り方について研究を進め

てまいります。 

  私から以上です。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  今回、２点に絞って、上杉神社の施設について

はお聞きしたところです。 

  菱門橋については、たしか今年の１月でしたか。

記憶をたどると１月だったと思うのですけれど

も、上杉神社の宮司様と商工会議所、あと観光コ

ンベンション協会が、近藤市長に要望書を提出さ

れて、早い復旧をお願いしたいということをされ

ていたかに思います。 

  先ほどの建設部長答弁でいきますと、令和８年

度以降ということになっていくのかどうなのか

というところだと思うのですけれども、有利な財

源なども活用しながらということだと思います。 

  これは、壊れて以降、何で早くやらないのだと

いうことで、随分市民の方々から声をいただいて

おりました。そう簡単にいく内容でないというこ

とは十分分かっていたものの、やはり市民の皆さ

んにとっては、ちょうど雪灯篭まつりの前、そし

て今年の春の上杉まつりにかけて、施設があの状

態というのはどうなのというところだったと思

います。 

  その上で、今回改めてお聞きしたわけでありま

すけれども、順調に何とか進むように願っている

ところであります。 

  そこで、また別な視点でお聞きしたいのですけ

れども、先ほど遠藤隆一議員からの質問の答弁で

もあったように、ほかにもいろいろな施設につい

ては、修繕あるいは復旧が必要なものがあるとい

うことでありました。 

  答弁が重なるとは思うのですけれども、ここで

改めてその点について伺いたいと思います。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 黒板塀と菱門橋以外に修繕が

必要な施設があるかどうかという御質問だった

わけなのですけれども、平成10年７月23日に国の

登録有形文化財に指定されました舞鶴橋となり

ますが、やはり市民からも橋の高欄にひびが発生

していることや、橋前後の地盤が沈下しているた

め橋が損壊しないかなどの御心配の声をいただ

いているところでして、本市ではこれまで目視に

よる橋の点検、確認を行ってまいりましたが、架

設から139年経過している文化財であることを踏

まえて、石造文化財に詳しい専門家に現状を確認

していただき、危険度や今後の管理方法について

助言をいただき、石橋本体は強固なもので、すぐ

に崩壊につながる可能性は、危険性はないが、石

橋やその周辺の動きを把握するため、３か月に１

回程度の動態観測を実施するよう助言をいただ

いたことから、今年度測量等によって調査を行っ

て橋の沈下などの変化を観測するよう、現在進め

ているところでございます。 

  なお、来年度以降は、国の補助金を活用しなが

ら、橋の健全度調査を実施していきたいと考えて

おりまして、修繕につきましても、健全度調査の

結果を踏まえて対応してまいります。 

  もう一つが、お堀の石積みとなります。令和６

年度の豪雪により、北参道東面の石積みの一部が

崩落いたしました。 

  現在、災害復旧事業として、今年度内に修繕を

実施すべく現在進めているところでございます。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 先ほどの御答弁と同じ

内容だったと思いますので、これ以上は質問しま

せんけれども、速やかにというか、いろいろ市民

の皆さんも散歩や何かで状況を把握しているわ

けで、まして観光客が多く訪れる施設に万が一が

あると、人命に関わるようなことにもつながりか

ねないということもありますので、十分な点検と
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早期の修繕ということでお願いしたいと思いま

す。 

  そして、ラジオ中継所の件でありますけれども、

先ほど具体的なスケジュールをお知らせいただ

きました。 

  今後、中継所を早く更地にしてほしいという要

望を出された団体の皆さんも含めて、様々な協議

がこれから行われようとしていると思います。そ

の中身、スケジュールについては、どのようなも

のを予定しているのか、お知らせいただきたいと

思います。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ＮＨＫラジオ中継放送所

跡地の活用については、地域住民や関係者などで

構成されるＮＨＫ跡地整備推進協議会の場で意

見交換を進めてきております。 

  先ほど答弁をいたしました整備イメージについ

ても、昨年度協議会で説明し、一定の御理解を得

ているところです。 

  今年度も、今月６月末に現場を見ながら協議会

の皆様方からの御意見を頂戴する機会を設けて

おり、今後も連携を密にしながら整備を進めてま

いりたいと考えております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） ありがとうございまし

た。 

  そこで、次の質問に移るわけですけれども、今

回議長に許可をいただきまして、画像資料を準備

させていただいておりますので、お願いしたいと

思います。 

  この画像については、お堀のちょうど西側に当

たります上杉神社社殿の背面であります。かなり

木が大きく茂っている状況が見てとれます。 

  次、お願いします。 

  これは少し大きく撮ったところでありますけれ

ども、よく見るとやはり低い雑草、あと中くらい

の雑木、あとはつる草、枝ぶりも剪定とかされて

いないので、かなり日陰になっている、日が差さ

ないような暗い状況になっています。 

  次、お願いします。 

  これはもう少し大きくしたところでありますけ

れども、つるが木に絡まっている様子なども見て

とれますし、本当に鬱蒼とした森というか、状況

になっているかと思います。 

  次、お願いします。 

  これは少し施設の屋根が見えている状況ではあ

りますけれども、やはりここに神社の社があると

いうことが何か分かりづらいというか、適切に管

理できていないというのが一目瞭然で、これはあ

まり見せたくないような内容でありますけれど

も、こういう今の状況です。これは最近撮った写

真なので、御参考に後でしっかりと御確認いただ

きたいと思います。 

  ありがとうございました。 

  ということで、先ほどの黒板塀、そして菱門橋、

あとお堀とか舞鶴橋、様々なところに今経年劣化

というか、手が入ってないしわ寄せが来ていると

思います。 

  そこでお聞きしたいのですけれども、美化活動

の必要性は先ほどもお話をさせていただきまし

た。それで、昨年６月から上杉謙信公の白頭巾や

織田信長公が謙信公に贈ったとされるビロード

マントなどの修復が始まっております。 

  謙信公没後450年に当たる令和10年３月をめど

に完成する予定と聞いておりますが、一般公開も

予定されていることから、展示品を見ようという

ことで多くの観光客のみならず市民の方も訪れ

ることが予想されるわけです。それまでに、神社

周辺の美化活動及び環境整備をしっかりと整え

ていく必要があるのではないかと私は思ってい

るところです。エリアが大分広いので予算もかか

るかと思います。 

  そこで、年次計画を立てて環境整備をしっかり

と行っていくべきではないかと思うわけであり

ますけれども、その点についてはいかがでしょう

か。 
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○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 上杉神社の境内や周辺の環境

整備の推進という御質問だったと思うのですけ

れども、上杉神社本殿周辺、ちょうど臨泉閣脇の

鳥居から北側本殿周辺になりますが、その辺りが

ちょうど上杉神社の管理、それ以外が米沢市管理

ということで区域を分けているわけなのですけ

れども、これまでも市と上杉神社による環境整備、

清掃、草刈り、樹木の剪定などに取り組んでいる

ところなのですけれども、環境整備を推進するた

め、今後も上杉神社と意見交換をしながら、適切

な時期、あと回数などについて検討してまいりた

いと考えております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 上杉神社側との協議が

必要になると、どこがどういう責任を持ってやっ

ていくのだという話合いをするのはなかなか難

しいとは思うのですけれども、共通の目的として

は、環境を整備することによって、お越しになる

皆さんが神社の威厳のある姿、あと歴史を感じて

いただくにふさわしい施設であるべきだと思い

ますので、ここは牽制し合うようなことがないよ

うに、しっかりと目的を持っていただいて、年次

計画という言い方をさせていただきましたけれ

ども、お互いに予算もかかることではありますの

で、その辺御協議の上、しっかりと進めていただ

きたいと思います。 

  それでは、次の質問ですけれども、以前伐採さ

れた上杉神社境内のモミの木について伺いたい

と思います。 

  これは、伐採されてから担当課のほうと、その

利活用については個人的な意見交換なんかもさ

せていただいたところではありましたが、その利

活用の状況について、現時点でどのようになって

いるのか、お知らせいただきたいと思います。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 モミの木の利活用につきまし

ては、米沢地方森林組合主催の林業まつりにおき

まして、キーホルダーづくり体験の材料として提

供させていただいたほか、上杉、松岬両神社から

は、臨泉閣の社務所の看板とか、鳥居のかけ札、

またその他木札として活用したいと相談を受け

ておりまして、その材料として提供しているとこ

ろでございます。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 既に御承知だと思うの

ですけれども、米沢を伊達家が治めていた16世紀

後半に入ってから人の手で植えられたというモ

ミの木ですけれども、樹齢が約450年ということ

で、歴代の藩主も見てきたであろう由緒ある御神

木と言っていいのですかね、木であります。米沢

市のシンボルツリーの第１号にも認定されたと

いう、そういう輝かしい経歴を持っている木と言

ってもいいと思います。そうした木を上手に活用

していくということは、本市にとってもメリット

があろうかと思います。 

  先ほど木札というお話もありましたけれども、

例えば削り出したおがくずと言ったら失礼かも

しれませんけれども、木片をお守りに入れるとか、

そうした取組などもできるかと思いますし、現に

まだ大分材料のほうが残っていらっしゃるとい

うことでありましたけれども、様々な活用の方法

を余すところなく使っていただけたらと思うの

です。 

  私は、いろいろほかの自治体なんかも見させて

いただいている中で、よく胸とかに下げるネーム

プレート、これはいいなと。地元産木材を使って

作製されているということでありますけれども、

材料が向いている、向いていないはあるかと思い

ますが、ぜひそうした活用の方法も、今後も模索

していただきたいと思っているところです。その

点についてはいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 山形県でも、木を材料とした

ネームプレートを活用しているということで承

知しているところなのですけれども、議員おっし
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ゃるように、残っていますその材料をネームプレ

ートとして活用することにつきましては、山形県

の事例を参考にしまして、制作コスト等もござい

ますから、その辺も勘案しながら今後も研究して

いきたいと考えております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） そのネームプレートど

うしたのですかと言われたときに、先ほどの歴史

的背景なんか説明しながら、すばらしいものなの

だよということをお伝えできるというのも、一つ

の話題性にもなるし、メリットだと思いますので、

ぜひ検討いただきたいと思います。 

  それでは、大項目１つ目を閉じまして、今度は

小学校における水泳授業の状況と課題はについ

て順次伺ってまいります。 

  先日、スポーツ庁から資料を取り寄せさせてい

ただいたのですけれども、全国で水泳授業中の事

故が近年どの程度発生しているかということで、

回答があったのが、独立行政法人日本スポーツ振

興センターの災害共済給付金制度の給付状況に

よると、令和３年度から令和５年度までの医療費

の給付を行った児童生徒等の災害発生件数のう

ち、体育（保健体育）の授業においてプールで発

生した件数ということで、少し長くなりましたけ

れども、手元に数字がございます。 

  小学校だけ御紹介しますと、令和３年度で732

件、令和４年度で1,432件、令和５年度で1,517件

ということで、年々増加傾向にあるようです。 

  また、民間の水泳施設を利用するケースが増え

ているのではないかということで、その理由をど

の程度把握していますかという問いだったので

すけれども、これは特に調べていないので分から

ないということでありましたけれども、一般的に

は老朽化によりプールの施設が利用できないと

いうこともあるし、維持管理や教職員の負担、コ

ストの部分により、民間の施設を利用している例

があるということを承知しているという回答で

ありました。 

  その上で、改めてお聞きしますけれども、水泳

授業を指導する先生から、指導上の課題や問題点

など具体的な声はどのようなものがあるのか、お

聞きしていきたいと思います。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  自校のプールで安全かつ円滑な水泳指導を実施

するためには、天候、気温、水温、水質のチェッ

クが欠かせないところであります。 

  天候がよいと水泳授業に適しておりますけれど

も、それに合わせて近年は暑さ指数も高くなりま

すので、熱中症対策の観点から、プール授業実施

判断の難しさということも加わってきておりま

す。 

  また、水温、水質についても定期的に測定する

必要がありますので、それは衛生面と安全面の両

立を図っておりますけれども、１時間ごとの水質

のチェック等については教員の大きな負担にな

っているものと認識しているところであります。 

  現在、その対応といたしまして、夏休み中に配

置していましたプール監視補助員を１学期中に

配置するなどして、プール管理、授業時の安全確

認を教員と一緒に行いながら、教員の負担軽減を

図っているところでございます。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 熱中症も今新たに最近、

ここ近年加わってきたのかなと思います。 

  循環器の回し方なんかも先生が自らされている

という話も聞いておりますので、そうした負担は

あるということは承知しておりました。 

  今シーズンももう間もなく始まるので、今の体

制で多分シーズン中は行われるかと思うのです

けれども、事故のないようにスムーズな授業がで

きるようにお願いできればと思ったところです。 

  そこで、次の質問なのですけれども、今年度以

降で小学校プールの修繕や設備更新などの予定

についてお聞きしていきたいと思います。いかが

でしょうか。 
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○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 小学校プールの修繕や設

備の更新などの予定ということでございますが、

現在小学校で使用しております12校につきまし

ては、先ほど教育長からも答弁ありましたとおり、

不具合が発生した場合には、その都度修繕をして

おりますので、大きな改修の予定はございません。 

  ただ、今後老朽化等による循環ろ過装置の故障

などの可能性もあるところではありますが、やは

り近年の猛暑による熱中症リスクの増大や、水質

管理等の維持管理に関わる負担増加といった、全

国の自治体でも共通の課題がございますので、学

校プールの在り方についても今後検討していく

必要があると考えております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 先ほども演壇のほうで

１回目の答弁があったのですけれども、30年以上

たっているプールも存在するということでござ

いますので、様々なトラブルがこれから起こって

くるのかなと思ったところでした。 

  それで、先ほど六郷小学校と広幡小学校は、プ

ールが壊れているので市営プールを利用してい

るというお話もいただいたところです。授業で使

っているということでありますけれども、市営プ

ールのほうも大分時間がたっているということ

もあって、特にこれは小学校の授業と直接関係は

ないのかもしれませんが、スポーツ少年団の小学

生も利用する観点でまとめてお聞きしますけれ

ども、飛び込みプールについても米沢市の重要事

業要望書に掲載されて、県に対して修繕や設備の

更新などをお願いしている最中ということでは

あります。 

  こうした市営プール並びに飛び込みプールの修

繕や設備の更新などの現時点での予定がござい

ましたら、答弁をお願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 まず、市営プールにつき

ましては建設から35年が経過しておりますので、

特に老朽化によりまして劣化しておりますプー

ル循環ろ過装置等の給排水設備の改修工事に向

けて、国の補助金を活用しながら、こちらは50メ

ートルプール、25メートルプール、幼児用プール

の３種類の改修を予定してございます。 

  また、飛び込みプールの改修計画につきまして

は、本市の重要事業要望書で、飛び込みプールに

係る大規模改修や維持管理に対する支援を県に

要望しているところでありますので、引き続きこ

の支援の拡充を強く要望しながら、改修などの対

応について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○１４番（島貫宏幸議員） 費用も大分かかるとい

うことで、県からのいろんな御協力も仰ぎながら、

維持管理に努めていくしかないということでは

ありますけれども、あのぐらい大きいプールとい

うのは米沢市に野外では１か所しかないわけで

ありますし、ぜひ維持管理に今後も努めていただ

きたいと思います。 

  それで、民間の水泳施設の利用、これは先ほど

も少し紹介しましたけれども、全国でも拡大傾向

にあるということで、やはり維持管理、建設コス

ト、安全面、あと指導をするのにやはり専門のイ

ンストラクターに教えていただけるということ

もあって、徐々に増えてきているということであ

ります。 

  本市では、小学校も統合がこれから進んでいく

わけでありますけれども、統合小学校におけるプ

ールは現在存在しておりません。ですので、その

ときの水泳授業というのはどういう在り方にな

るのかというのはいまだにまだイメージが湧か

ないのですけれども、そこに向けて様々考えてい

く必要があるのかなと思っているところです。 

  全国では、バスで移動するということにやはり

なってしまうということもあって、行ったり来た

りだけで授業の時間が大分潰れてしまうという

こともあるものですから、２時限をくっつけて、
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それで月に何回か授業をやられていると、そうい

う工夫を凝らして授業に対応されている自治体

もあるようです。 

  そうしたことも考えると、今からそうした考え

方、やり方は検討が必要ですし、現時点でもう既

に民間の施設を利用して授業をやっているとい

うことではございますが、特に水に慣れていない

低学年を中心に、ほかの学校にも拡大していくの

かどうなのか。それも含めてお聞きしていきたい

と思うのですけれども、やはり低学年で水に慣れ

るというのはすごく難しいことで、どの指導者、

あと先生方も御苦労されていると思うのですけ

れども、その辺も中心に民間施設に少しでも枠を

広げていただいて御対応いただくということを

今後検討していただきたいなと。すぐには始めら

れないと思うのですけれども、検討していただき

たいと思うのですけれども、その点についていか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員お述べのとおり、民

間水泳施設の利用につきましては、全国的にも拡

大傾向ということにあります。特に、低学年の児

童にとっては、やはり専門的な指導の下に、水へ

の恐怖心を克服したり、自信を持つためにも、水

慣れの機会を確保するというものは本当に有効

だと捉えておりますし、望ましいと考えておりま

す。 

  また、水泳授業の在り方につきましては、学校

プールの維持管理、修繕などの課題も大きく、そ

の解決策としての民間委託も一つの有効な選択

肢であるとは考えております。 

  民間委託によって専門的な管理運営が期待でき、

費用の軽減が可能となる場合もあるかと思いま

す。 

  ただ、議員お述べのとおり、やはり民間施設へ

の距離、時間といったところの課題は非常に大き

くて、それを全ての小学校低学年という形で位置

づけることはなかなか難しいのではないかと考

えているところです。 

  反面、自校プール、学校のほうでのプールを活

用することで、時間的なデメリットというものは

解消できますし、時間効率よく授業を行うことも

できるということから、メリット、デメリットと

いうものを双方考えながら、それぞれの学校の状

況、児童の安全、教育効果を踏まえて、多角的な

観点から最適な方法を選択してまいりたいと考

えているところであります。 

○島軒純一議長 以上で14番島貫宏幸議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時０５分 散  会 

 


